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貸付住宅は「中産階級以下の市民に対して、低廉な使用料を徴して、清主主な称住宅又は小

表 9 大阪市営住宅.

名称 所在 貸付年 住戸数

桜宮 北区中之町 1丁目 大正8年 6月 202 

鶴町第一期住 大正区鶴町 1丁目 大正8年 6月 1 8 5 

宅

(築港住宅)

鶴町第一期住 大正区鶴町3、4丁目 大正9年 3月 650 
宅

堀川住宅 北区北扇町 大正 11年4月 1 9 2戸

鶴橋住宅 東成区猪飼野中 2、3 大正 14年4月 1 1 8戸

丁目

平野住宅 住吉区平野流目T 大正 14年4月 1 8戸

玉出住宅 西成区千本通 6丁目 大正 14年4月 15p 

小路住宅 東成区大友町腹見回T 大正 14年4月 43戸

'i:I:崎住宅 東淀川区豊崎西通 3T 大正 14年4月 76p 
目

長柄住宅 東淀川区長柄中沼4丁 大正 14年4月 3 2戸

目

古市 胞区今市町 大正 14年4月 16p 

ホ 1927、東京市文曹謀、 『大都市仔政比較調査報告第五輯 都市社会行政J

及び、 1936、大阪市役所、 『大阪市政』より

町村営住宅の引継

その他の施設

庖舗2戸

庖舗2戸

理髪底 1戸

浴場 l戸

庖舗 23戸

診療所 l戸

浴場 l戸

埋~庖 1 戸

庖舗 83戸

理JU居 l戸

庖宮市を健供し、居住の安定を与えると共に生活の改善に資することJを包的と してお り、前

述のように「鶴町第一期住宅j と 「桜宮住宅jが、政府による低利融資の前から供給されて

いた。その後、政府低利融資を受けて大正 9年に 「鶴田T第二期住宅j 、大正 11年に 「堀川

住宅j を建設したが、それ以降大阪市は、 「財界の不況により空き家の出現を見るに至った

のでJ76低利融資を住宅組合に対する融資や分譲住宅の建設に振り向けていった。また大正

1 4年4月には、大阪市域拡張に際して既存の町村営住宅を引き継いだ2

一方、分諮住宅事業は大正 15年 2月から始まった「北畠住宅J以降、 5ヵ所(昭和 11 

年まで)に設置された。これは「専ら住宅組合法の精神に準拠して 15ヶ年の月賦償還方法

(住宅料)によって、中産以下の市民をして快適な土地付小住宅を所有背しむるものjであ

76.1936、大阪市役所、 『大阪市政』、PP.375

第 2量 磁前公共集合住宅の史的位置付け -56-

り、 「大都市住民の移住性が、この種住宅の経営を困難ならしむるものであるが、幸い事業

開始と共に希望者殺到する盛況を呈しJていたa

表 10:大阪市による分譲住宅事

名称 所在 創設年 |戸数

北畠 住吉区阪南町中東4丁目 大正 15年 2 I 1 04 
月

高見 西淀川区高見3丁目 昭和 2年2月 70 

都島 北区沢上江町3丁目 昭和 2年4月 60 

今里 東淀川区π今里北通3丁目 昭和 2年 5月 88 

杭全 住吉区平野西之町 昭和 3年2月 1 3 6 

*.1936、大阪市役所、 f大阪市政』より

図 11 iIは、翌大正 9年 3月に、鶴町3、4丁目に建設されたー鶴田T第二住宅jの平面図

であるが.基本的な間取りは、第一住宅とほぼ閉じだと考えられる=住宅形式は、基本的に

は木造 l階か 2階建の長屋住宅で、 戸建も弱冠あるが、 7軒までの長屋で情成されていたa

住宅タイプは、甲、乙、 丙、丁、戊、特の 6タイ プに分かれており 、2室から 3室椛成が主

体であったョ奥行きの深い二室型の 「戊号Jを除き、全てのタイプで玄関に倍する 2畳か 2

畳半の玄関問を配し、必ず、たたきとなっている台所脇に 3畳から 4畳半の広さの和室が設

けであるのが特徴である。 1カ月当りの家賃は、 1 0円から 30円となっており 、坪当りの

月額家賃は、 1. 2円から 1. 5円までの値となっているa

図 11. 大阪市営鶴町住宅平面図 (1/200)

一一主ー一工ー 甲号 一一三一一己ー 乙号

77.1922、内務省社会局. r公営住宅状況一斑J

第 2軍 駐前公共集合住宅の史的位置付け 一57-
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の2種類があり、屋根は瓦葺きとし、床は畳敷のほか [3分厚のコルク敷jを試みている，

また、庖舗が2戸、浴場が l戸、倶楽部が2戸付設されていたョ
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しかし これは、政府低利融資によるものではなく、全国の地方公共団体の中で、政府低利

融資以前による市営住宅が建設されたはこの横浜市と先述の大阪市であった3

倣浜市ではこの久保山住宅建設に引き続き、横浜市では政府から第 l次分(大正8年 10 

月) 、第 2次分(大正 8年 12月)の低利資金を借り入れ、 「斎藤分中村町j [相主~ .

の3力所で住宅供給を行ったa これにより政府低利融資による市営住宅事業が始まるのだ

が、事業組織をみてみると、まず、大正 8年に「怒救訴ljを設位していたが、大正9年 9月

には 「慈救銀なる名称、も名実相伴わないJので、これを 「社会記長lと改名し‘事業の鉱張を

図ったa

図 13. 横浜市社会謀の組経(昭和 2年 3月)79 

2.3.4 j黄浜市営住宅

償浜市は大正 8年4月の大火(焼失戸数 3084戸)に篤志家から寄せられた 2万円あま

りの義摘金の一部を以て、擢災者救助の目的で市営住宅の建設に着手した=しかしこの住宅

供給の背景は「物資や金銭の分配は、権災者に惰H民を食らしむる基となるから、一層のこと

義人の記念努、永く其思恵に浴せしむる方法を採ったほうが良いではないかj 78という、極

めて救済的な思怨にもとづいていたe こうしてまず、南太田町庚耕地に 74戸の「久保山住

宅Jが建設され、大正8年 8月から貸し出すようになったa 住宅は基本的に戸建と 2戸長屋

この中には住宅係も置かれ、その掌握事務は以下の5点であった=

i 公営住宅に関する事項

2 宿泊所に関する事項

3 住宅組合に関する事項

78.1922.山田七五郎、 「横浜市営住宅に就てj、 『建築雑誌』大正 11年5月号、 PP.15.建築学会 79.1927、東京市文書課、 『都市社会行政に関する調査』

第 2章 義前公共集合住宅の史的位置付け -59-
第 2量 結納公共集合住宅の史的位置付け -58-
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4 木造庖舗資金に関する事項

5 住宅信用組合に関する事項

さて‘ 「斎藤分J r中村町J 桔菜Jの市営住宅では、いずれの住宅でも、甲、乙、丙、

丁、等の{主戸タイプの型設計による木造住宅の建設が行われている=

月に竣工したものの、木造 2階建ての共同住宅館であった， 82鉄筋ブロックで建設された第

一共同住宅館は、基本的に 6畳1室であるが、 2間続きのものも弱冠あり、それらが中廊下

に沿って配置されていた。第一共同住宅館の l階には、管理人室・下足室・応後室・食堂・

浴場があるほか、 1 2室の住戸があり、 2階には20室の住戸があった。 (計 32戸)また

各室には l間の押入、台所兼用の土聞があり、水道とガスがひかれていた 3 廊下と部屋の問

には窓はないが、低い帰き出し窓が設けられ、 「成る可〈部屋の毛~，\i;が保たれるように注意

したJとしているョまた、屋ょには物干し場もあったe

この形式は、東京市営古石場住宅の l号館の設計に踏襲されている。

t::岩Ie君主目1 ぽ」五|トL ナ 凪~/_~国司1
i;..l鋪|怪掛封IL.g;~吋~I Itγr1:日司@ts;ji 

詰l 閤厨鋪1 1~~t.!~~バ」
;間開喧ヨ理由l聞 ー.!闘再l

づ f一一'¥ ¥1 

また、柏葉住宅は商庖4戸を含む 51戸の住宅地であり、 中産階級者のみを対応としてお

り、他の住宅地と比べて平屋建が多い構成となっていた，ここにも憐浜市は共同住宅館 「柏

菜共同住宅館Jを建設する予定であったが、実際に建設されたのは鉄筋ブロ yク造ではなく

木造の 3階建て共同住宅館であった。 (大正 11年9月綬エ)84 

この他横浜市では、翁町共同住宅館を鉄筋コンクリ ート 3階建てで計画していたが、大正

1 2年6月に峻工したのは木造3階建ての木造3階建ての共同住宅館であった 85

また、関東大震災前の横浜市では大正 12年3月に古井戸住宅 12棟 10 1戸が建設され

ていた。しかし、震災で市営住宅のほとんどは大きなダメージを受け.震災後には下の表に

見るようなさまざまな市営住宅が建設されたe

図 14.横浜市営住宅(木造)平面80
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この内の P甲型J は、 2階建ての長屋形式になっており、 l 階と 2階が別t宜得になってい

るいわゆる 「重ね建て形式jであったことに注目したい。また、全ての雨戸を廃して、ガラ

ス戸としたので r市営住宅地の人は皆早起きになったJと、喜ばれたそうであるョ設備の

面では、炊事場に人造石製の流しとガス台と調理台、金納付き戸棚が備えられており、 「身

体と鍋さえ持ち込めば‘直ぐ生活ができるJというものであった=

こうして見ると、横浜市営住宅では、 「コルク胎り J r重ね建て住戸J 調度品(待に台

所の)の設備j という点で、同総会が誇っていたもののいくつかが、すでに実現していたの

であるa

さて、斎藤分住宅にはテニスコートがあったほか、商庖4戸、浴場 i戸、倶楽部(図書室

付き) 1戸を含む 18 7戸全てが木造住宅で建設されているが、中村町住宅では、商庖6

戸、浴場 l戸を含む 156戸の木造住宅の他に、質屋、託児所(診療室付き)も配されてい

た.さらに、 「敷地の東隅に当市最初の試みとして.共同住宅館jが 「特許鉄筋ブロックl

造 2階建てで建設された3 これが日本ではじめての公益不燃集合住宅であると考えられる 3

この 2つの共同住宅館は、それぞれ 「中村町第一共同住宅館J (大正 10年5月綾

エ)81 r中村田T第二共同住宅館j と呼ばれ‘ともに鉄筋ブロ ック造で、対称形に南北軸に沿

って並べられる予定であったが、水沼論文によると、第二共同住宅館の方は、大正 11年8

中村町住宅配置図お (1/1000) 
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82.1987、水沼淑子、 「舶来共同住宅館、中村町第二共同住宅館および翁IBJ共同住宅館についてJ、
『日本建築学会計画計論文報告集』

83.1922、山田七五郎、 「横浜市営住宅に就てJ. r建築雑誌J大正 11年5月号、 PP.15、建築学会
84.1987、水沼淑子. r柑議共同住宅館、中村町第二共同住宅館および翁町共同住宅館についてJ、

f日本建築学会計画計論文報告集』

85向上

80.1922、山田七五郎、 f横浜市営住宅に就てJ、 『建築雑誌』大正 11年五月号、 PP.15、建築学会
81.1986、水沼淑子、 「大正 10年建設の憤浜市営 「中村町第一共同住宅館JについてJ、 『日本法築

学会計画計論文報告集、日本建築学会

第2軍 軍事前公共聾合住宅の史的位置付け -60 
第Z章 磁前公共集合住宅の史的位置付け -61 
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図 16 横浜市営柏葉住宅配置図86

表 11 検浜市営住宅(大正 14年度)

1重別 名称 戸数

市営住宅 中村町住宅 1 38 

柏来住宅 7 1 

百戸部住宅 1 0 1 

南太田町住宅 78 

斎膝分住宅 1 88 

青木台町住宅 。
北方住宅 6 

旦口住宅 96 

土井ヶ谷住宅 1 4 9 

七鳥住宅 3 1 

ニツ沢住宅 34 

本牧住宅 2 

中村町共同住宅舘 60 

柏来共同住宅館 36 

第 2章 礎的公共集合住宅の史的位置付け -62-

2.3.5名古屋市営住宅

表 11 横浜市営住宅(大正 14年度)・

1重月IJ 名称 戸数

小住宅 大岡町小住宅 1 9 9 

関野町小住宅 1 23 

根岸小住宅 78 

天沼小住宅 1 8 

久保町小住宅 48 

大松久保小住宅 28 

会下小住宅 200 

雑色小住宅 46 

榎木坪小住宅 33 

八反目小住宅 48 

斎勝分小住宅 1 7 9 

仮住宅 神ノ木仮住宅 1 04 

分田仮住宅 40 

山王山仮住宅 36 

池ノ坂仮住宅 1 4 

収容所 池ノ坂収容所 1 4 6 

稲荷山下収容所 68 

外人住宅 鷺山外人住宅

加会/上外人住宅

事 1927、東京市文普線、 『大都市行政比較調

査報告第五輯都市社会行政』より

名古屋市では大正9年4月に教育部内に社会談を設置したが.その下に分課を有さず、住

宅関連事業は、社会諜の掌短事務内に「市営住宅及組合に関する事項Jがあるのみであっ

た。

図 17 名古屋市教育部の組織(昭和 2年 3月)87 

院会事業調査嘱託同

86.1922、山田七五郎 r横浜市営住宅に就てj、 『建築雑誌』大正 11年五月号、 PP.15、建築学会

第2章義前公共集合住宅の史的位置付け -63-
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名古屋市では、大正9年に大蔵省および簡易保険局から低利資金 60万円の基金を受けて

1 66戸の市営住宅を建設し、さらに大正 12年には 50万円の供給を受けて 107戸を増

設している。

表 12 名古屋市営住宅(大正 14年度). 

名称 4膏造 戸数

新出来町住宅 木造平屋建 1 9 

舎人町住宅 木造2階建 14 

菊井田T住宅 木造2階建 1 2 

木造平屋建 20 

新尾頭町住宅 木造2階建 32 

木造平屋建 44 

古出来町住宅 木造2階建 25 

北押切町住宅 木造平屋建 49 

千種町住宅 木造平屋建 .j 3 

西日置町住宅 木造2階建 D 

傘 1927、東京市文書娘、 『火都市行政比較調査報告第五輯
都市社会行政』より

2.3.6神戸市営住宅

神戸市でも大正 7年末の米騒動を契機と して大正8年に 「救済係jが設置され、 翌年の大

正9年にその事業を鉱張して 「社会課Jが設置されたが、課内には分課を有しておらず、住

宅事業に関しては、 「公設住宅及住宅組合に関する事項」を掌握するための係員があるのみ

であった。

神戸市における住宅事業は比較的遅く、昭和2年 3月の段階で、 「松原住宅J r重池住

宅Jの2つの市営住宅を経営するのみであった。

表13:神戸市営住宅(大正 14年度). 

名称 棟数 戸数 その他の施設

松原住宅 1 7練 7 1戸

重池住宅 58棟 132F' 庖舗 7p

理髪庖 l戸

(/苫問はコルク鮎り)

浴場 l戸

87.1927、東京市文書謀、 『都市社会行政に関する調査』

第 2軍 戦前公共集合住宅の史的位置付け -54-

*.1927、東京市文書謀、 『夫都市行政比鮫調査報告第五軍首 都
市社会行政』より

2.3.7京都市営住宅

京都市においては、大正9年 7月に社会課が設置され、職制としての分認は有しなかった

が、その掌短事務の中に 「住宅改善に関する事項jがあるのみであったs

京都市では、内務省から 80万円の資金を得てまず 10万円を市職員の住宅資にあて、残

りの 70万円を以て一般住宅を建設した。後にさらに 13万円の支給を受けて大正 11年に

は"0戸を建設している。

表 14

名称

新町頚住宅

田中住宅

御前適住宅

東福寺住宅

・1927、東京市文書謀、
都市社会行政』より

2.3.8東京府下の町営住宅

以上のような六大都市以外にも、町村による公営住宅の建設もあった。既に大阪市営住宅

のところで見たように、大阪市が市咳拡張する以前に町営住宅は建設されていたし、東京に

おいても、東京市が市域鉱張する以前に町営住宅がいくつか建設されていた=図 18は、東

京府下の渋谷町、戸塚町、小法川町住宅の間取の一部である，
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図 18 東京府下の町営住宅 (1/200)回
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2.3.9東京府社会事業協会による住宅供給

東京府社会事業協会は、大正 6年 2月に発足した 「東京府慈善協会Jを前身とし、大正9

年 11月に名称の「慈善j を「社会j と改めて、東京府下で社会事業を精力的にこなしてい

たョ東京府社会事業協会の事業は、社会事業に関連する講習会などの啓蒙活動を主としてい

たが、直営事業として、隣保施設.職業紹介、宿泊保護、付属病院、公益質業などのほか

に、住宅供給事業を行っていたコ

東京府社会事業協会はまず、政府の低利融資をもって、細民地区改善事業の一環として、

大正9年 l月に試験的に下日暮里町元杉に小住宅41戸、日用品の商底6戸、公益賀屋 l

戸、日用品供給所 l戸.共同浴場 l戸、事務所 l戸の合計 51戸を建設したコこれが「日客

室小住宅Jであるe ここには日本女子大学の懐編会へ委託して託児所が附設されている。

「本邦社会事業概要Jはこれを 「労働者階級に対する僕範的の住宅なり j と評しているs

88.1922、内務省社会局、 「公営住宅状況一足j
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が、狭いもので3畳 l問、大きいもので4畳半十 3畳という極めて狭い木造長屋であったe

(図 19) これが、東京府社会事業協会が震災前に供給した唯一の住宅であった。 89

図 19 震災前の東京府社会事業協会日暮里小住宅平面90
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しかし関東大袋災によって倒綾したため、応急修繕を施し、昭和 2年現在では41戸の住

宅を経営していた3

その後、震災の翌年から、同協会は、 3つの住宅地を供給すること となった。大正 13年

5月に貸し出した「和田堀小住宅jは480戸の小住宅と隣保館、 公衆浴場、公益質屋を配

している。居住者の主な職業は‘俸給生活者、臓工、労働者、職人、 庖員などであったa

(図 20)

同じく大正 13年5月には「王子小住宅Jが供給されたが、 翌大正 14年 11月に 2僚を

増築し、 1 3棟 74戸となった。(図 21) 

また、大正 13年 10月は、 336戸を有する 「尾久住宅Jが完成し、同協会経営の隣保

館、食堂、質屋などが配された。 (図 22)

89.1927、東京府社会事業f畠会、 f創立十周年記念 東京府社会事業協会一覧」
90.1922、内務省社会局、 「公営住宅状況一斑j
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図20 和田沼小住宅写真引

図 21. 王子小住宅写真92

91.1927、東京府社会事業I畠会、 『創立十周年記念 東京府社会事業協会一覧』
92.1927、東京府社会事業也会、 r創立十周年記念 東京府社会事業協会一覧』
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図22. 尾久小住宅写真田
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2.3.10東京府住宅協会の住宅による住宅供給

東京府住宅協会は、大正9年2月、東京府によって交付された 5万円を基金とする財団法

人で、政府低利融資として 18 5万2千円を借り入れ、大正 11年末に至る期間に 7力所

5 1 2戸の家屋を供給している。他の公益住宅供給が、基本的に建設後に入居者を募集する

のに対し、東京府住宅協会の場合は、 「会員制lを設けることによって、経営の合理化を図

っていたz これに闘し.佐野手1)器は『住宅論』の中で以下のように評価している園

東京府知事を会長とし主として府の役人が理事となり府の保護の下に東京府住

宅協会なるものが出来て居る、是は未だ公共の建築組合のなかった時に出来たので

あるが我国には誠に有益な事業と云わねばならぬ，会員は悔めて僅少な準備金(入

会金と称す)を極めて簡便な年賦又は月賦(会費と称す)償却で住宅を所有し得る

ような組織である、但し根が社会政策的施設であるが放に会員を中産者以下に限定

しである 2

少し会則の要領を示そう、即ち資本金は府より交付せる五万円を基にする、会

員は協会に於て中産階級以下と認めたるものに限る.会只を分ちて甲乙丙の三種と

する、乙と丙とは家屋を借りて使用する丈けのもので会'l'{として屋貨を支払う訳に

なるa 甲種会員は入会金及び月文は年額会費を払って家屋を使用し契約年月に達し

て之を自己の所有となす，甲種会員の住宅は.一戸建で三室、四室、五室、六室、

七室の五種であるa 住宅所有雄の移転期限は五、七、十、十五個年の四種である、

93.1927.東京府社会事業凶会、 『創立十周年記念東京府社会事業協会一覧J
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会員は住宅を他に転貸することが出来ない、甲種会員の会費年額は所有権移転期限

に依て差があるが十個年の場合には建築費一千円につき年額百二十八円程に当るs

其の入会金は同一千円につき約二十円である、協会の仕組は以上の通りで申込によ

り住宅を建てて呉れるので、中産階級以下のものには頗る有利である、が、強いて

不便な点を挙ぐれば、建築位置の選定範囲が狭いこと、自己の権利の譲渡は矢張り

会員たり得る資格あるものに限らるべきこ と、 土地の所有が出来ないこと、家を見

てから申込むという訳にはいかないこと等である 94

このように、東京府住宅協会では、 「分譲住宅jの試みも行われ、賃貸住宅供給と比べて

かなり人気が高かった p この成功が、後に内田祥三によって評価され彼の田園都市計画に用

いられ、さらには震災後の同濁会による分譲住宅供給へ引き継がれていくのであるs

*京府住宅協会の下落合住宅の平面(図 23)をみると、平屋建が3室構成、2階建が6

室楠成(いずれも玄関 2畳を除く)となっており、平屋建には3畳の 「小児室ー、 2階建に

は3i(の 「女中部屋Jと4畳半の「老人室jがあり、 いずれも浴室がついていることが分か

るa

図23 東京府住宅協会下落合住宅95

94.1925、佐野利器、 f 住宅論j 、文化生活研究会、 P57-59
95.1922.内務省社会局、 「公営住宅状況一斑」
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2.3.11民間建築会社による住宅供給

また、大阪府下では、 「大阪住宅経営徐式会社J r大阪安治川土地旅式会社Jなどの綜式

会社による住宅建設も行われた， (図 24)平面図を見ると、以上述べてきたような公の団

体の経営する住宅に比べてかなり高級な住宅が建てられていたことが分かる 3

図24.大阪府下の株式会社による住宅 (1/200)96 

96.1922‘内務省社会局、 f公営住宅状況一斑j
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2.4 関東大震災後の住宅供給活動と同潤会の住宅供給

2.4.1関東大震災の予告

大正 12年9月lにに起った関東大震災は、誰も予想しなかったわけではなかったs 予言

とまではいかないが、予告に近い形で関東大震災が必ずやってくることを説き、その対策に

ついて論じた建築学者がいた=佐野利器であるs 住宅改良協会発行の雑誌 『住宅』大正 8年

5月号(地震の l年4ヵ月前)に、佐野利器は 「都市の地震Jと題して、以下のように、東

京で起るべき大地震のその災害防止策を述べている 97

ここで吾々が考えなくてはならぬのは大正の安政地震再来である(中略)何

時大地震が再来するか、十年後か二十年後か或は百年の後かそれは全く判らぬs 半IJ

らぬが若し大正の御代に再来したらこの東京は果たして何うなるであろうか、其の

惨害が安政に幾数倍幾百倍するのは明らかな事である。(中略)

震源地如何に拘わらず前向惨害を受けた場所は又今度も同燥の憂目に遭うであ

ろう、人口は二百三十万からあって非常に密度を加え家屋亦櫛化している今日であ

るから、死者は少なくも十万人を生ずるであろう、火事の諸所に起るは無論で鉄道

道路、電車路、橋梁其他全ての地上地下の工作物の依媛は免れぬ(中略)

非難所としては空地が必要である、公園は盛んに利用されるであろう、兎に角

上を下への混乱状態を現出するであろう、そこで私の考えている救護策は第ーが救

護計画第二が耐震上の計画である、

安政の大地震は、江戸後期の安政4年 (1 8 5 7年) 1 0月28夜に、亀戸付近を震源と

して起り、倒2在家屋による圧死者 7千人、倒担軽家屋3万戸という被害であり、被害は下町、

本所深川を中心としていたa

2.4.2救護バラックの建訟

佐野が安政地震の再来を予告した l年4カ月後に関東大震災は起こった 2 死者 9万人強、

倒主主焼失家屋46万戸強という規伎であり 、ほぼ佐野の予告通りのものであった。

97.1919、佐野利器、 「郡市の地震J. r住宅』大正8年5月号、 PP.8.14、住宅改良協会
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震災翌日、まだ町のあちこちで火の手が上がり続けていたころ、政府は 「非常徴発令j を

交付し、食料、建築材料、衛生材料、運鍛具、その他救済に必要な物資を地方長官に徴発さ

せ、そのための費用として予備金と国庫余剰金より救護費として 960万円が支出されたー

(9月 17日には 1660万円の追加)また同目、 「臨時災害救種事務局Jが内閣総理大臣

を総裁として設置され、災害の応急的な対策を講じる任務に当たったs その具体的な事務に

当たったのは、内務省の職員が中心であったa しかし、内務省庁舎も震災で焼け落ちていた

ために、急にこしらえられた救護事務局ははじめ内務省官邸に内務省とともに、間借りする

ような形で置かれていたが、 9月の中旬には内務省官邸前庭に2練の「パラックj を建設し

て、内務省が他に仮庁舎を移したので、ょうやく事務局らしき体制が整うようになったョ救

護事務局内には、総務部、食料部、収用設備部、諸材料部.交通部、飲料水部、衛生医療

部、答備部、情報部、義摘金部、会計経理部の 11部が置かれ、このうち震災被災者のため

のパラ 7ク建設は、収用設備部が担当した。

こう した緊急事態の中、救護パラ ックの建築に携わった佐野利器は、その経緯を次のよう

に述懐している。

( 9月) 4日に内務省に行った。内務省は焼けて大臣官邸に関係者が集まり ‘

救幾パラック建設の会識をしていた。農商務省の役人は木材の伐出し、鉄道の役人

は運搬を引き受けようというのだ。皆新材料のことばかり考えて居るようだったs

しかし当時市中には所要の材料が相当料あった筈だ。工事中の上屋もあるし.材木

屋の持ものもあるe 商人の手持ちの材料を全部差押え‘一方請負人の大小によって

割り当てて責任を持って一定のパラックを建てさせたらよいと進言した 3 それでは

その采配を侮ってやって呉れという事になったs 相絡は応急設備部長の山田準次郎

氏で私も救護事務官という辞令をもらい、明治神宮から佐野源次郎氏を呼んで山田

氏の傍で一所に働いた。半紙の上に鉛筆でスケッチしたのが基で 1戸4坪の長震の

青写真をつくり、地図の上で空地をさがし(主として公闘だった)坪数を拾い、 f可

戸できるかを記入して、市府の建築課長を呼び割り当てをし、主な請負人を集め

市、府の箔仰により手持ちの材料を全部出して昼夜兼行でやれと命令し、 1曹を使え

ば惜の代金を支払うと言い切った。こんなことから教護パラックは思いの外早く建

ったが、後日支払の段になると会計の方は言背負人の請求i湿りには応じない。私は両

方にあやまる他はなく、ひどい自にあった。しかし一方早く出来たとほめられ

た。 98

震災直後から、家を失った避難者は、上野、浅草.日比谷、、馬場先、芝等の広場に逃げ

場を求め、そのうちに少しずつ郡部へ疎開をはじめたが、まず雨露を凌ぐための応急の借置

が必要ということになり、臨時救護局内の収用設備部では、 「第一次計画Jとして、応急施

設の供給をはじめた。これは、学校.公官街、社寺等の公共建物や議族や富豪らの大邸宅所

有者に働きかけてこれを解放させるとともに、既設建築物の加工や利用を行い、また、天幕

(テント)を供給するという計画であった。そこでまず、明治神宮青山外苑内に 1万人収用

できる設備をつくったg これは、陸軍携帯用のテント 6千張と屋外テント千張のほか、民間

98.1957.佐野博士追想録編集委員会、 f佐野博士追惣録』、 PP.22・23
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からも多数のテントを買い受けたり購入したりして急噌されたものである ε 又は明治神宮造

営局所有の材料を以て青山外苑、芝公園等に「テント ・パラックJをつくっていった。この

第一次計画は震災直後の数日間続けられただけだった，

しかし、第一次計画の収用所である学校その他の公共的建物はとうてい長く禄災者の収用

をすることができないのみならず、規威知人のところに避難している人々もいつまでも奇偶

生活を続けることができないとして、 「第二次計函Jとしてパラック建設に乗り出した， 9 

月4日のことである。まず、収用設備直営として、東京府下の土木請負業者を召喚して、芝

離宮、背山外苑、上野、浅草、芝等の公園や御料地などにパラック建設を請け負わせるー

方、笹視庁や東京府、東京市、神奈川においては横浜市、横須賀市が分担してバラック建設

を担当したョその結果、 1 0月20日現在で、東京府下で6万3千人あまり、神奈川県下で

l万9千人あまりが、公的パラックに収用された。

表 15: 1 0月20日段階の公的バラック収用者数牟

1重別 場所 収用人員

東京府下 直営 青山外苑内既設建物 1. 4 5 0 

青山外苑内パフック 546 

場zニノ:'L:陪幽罰 1. 1 8 1 

日比谷公園 1. 6 6 0 

箸視庁委任 上野公園 8. 8 1 9 

九段 3. 1 05 

日比谷 3. 729 

東京府委任 神宮内外苑連絡道路 2. 2 1 3 

芝公園および芝離宮 11.079 

青山外苑 5. 2 1 7 

東示市請負 尽橋区 1. 5 4 0 

神田区 2. 000 

本郷区 3 76 

浅草区 4， 743 

下谷区 1， 1 8 7 

麹町区 304 

本所区 5， 5 2 2 

芝区 1， 287 

日本僑区 2. 1 98 

深川区 3， 586 

小石川区 2. 067 

神奈川県下 横浜市 1 7. 9 16 

横須賀市 1. 260 

本 1923、臨時震災教理事務局、 『震災被害状況並救護施設概要』、PP.75-77

1923、協調会、 『宿災者 「パラックJ生活実情調査』、PP.Iι17

第 2量駿前公共集合住宅の史的位置付け -74-

また、公的なパラ ックが建設される一方で、民間の慈善的なパラック建設もあったa

表 16 公私団体の建設したバラック (10月20日現在)・

種目11 団体名 i曇所 収用人員

寄付 三井合名会社 東京市内および 6. 226人

府下砂町

関西府県連合 市郡各所に散在 1 8000坪
4z2x h 

横浜市 9. 797人

兵庫県 横浜市 3. 9 7 0人

三井合名会社 横浜市 6 1 5人

建設経営 日本橋区 日本僑高等小学校ほか 1. 3 7 0人
3校の跡地

四谷区 新宿御苑内 1. 06 i人

東京市 宮城外苑テント張 500人

三井家 麻布区三井家邸内4力 657人
所

岩崎家 本郷区岩崎邸内、設雲 6 23人
寺、御霊社

三井家 赤反区三井家邸内 2力 288人
所

rτ百宮古了官蒔夜一死寂護軍務買了 『震災被害状況並救護施設概要」、PI'.81-83

しかし、このパラック建設だけでは.膨大な数の震災難民を収用することは不可能であっ

たz 今和次郎が.考今学としていろいろと調べているように 99公的パラック以外にも自力

建設によるパラックや猫つ建て小屋が、至るところで見受けられた=ここに、内務省の外郭

団体として、主に労働問題を中心に扱ってきた財団法人協制会が、 9月から 10月にかけて

パラック居住者の実態調査を行っているので、そのいくつかを見ながら、当時の避難生活の

実態の一部をかいま見ることにするs

-住居は焼トタン仮にて作れる故雨もり 、床低く見るからに気の毒なり s 猶将来は旧家主

が建てて呉れるもの 5戸、自ら建てる者 3戸、未定の者3戸、公パラックへ申込める者 l戸

あり(芝公園の、短建小屋)

・今の仮小屋にては床も低く雨洩るので、公設パラックの出来次第入る見込み、但し l

軒、公設パラックに入り隣の人が笠かな生活をしていたり子供等をうるさがったりすると子

供が不慣なれば焼け跡に小さなバラック建てようと苦心中の由ョ (芝公園、公設バラック)

-公設バラックにして6畳位の l室に 10人の割、床低く窓なく、隣との境3尺{立の高さ

にして敷物も与えられず、土間もなく全て不完全なり。(芝公園、公設バラック)

-テント生活者は内部も比較的に広く床も高く住み心地よき者の如し。主人不在の為又は

テント不足の為借用できず焼けトタンの施設パラックに住居せる者数名あり，猶旧住居所へ

バラックを建てて帰る者7戸、未定の者 13戸あり、 2戸は全然住居の見込み建たぬ者な

り。(宮城前テント村)

99.1944、今和次郎、 「態災パラックの思ひ出j 、 『暮らしと住居』、三図書房
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-パラック 4畳にふ 6人の害jなれば3世帯同居せる者有り、床も高くやや完全なれど畳

なく上敷きの有る家 l軒のみ。(上野公園、公設バラ ック)

-一時砂町の知己の元へ避難したるも子供多き為旧住所へ帰り焼けトタンを広い集めて掘

っ建て小屋を作り当分間に合わすよしなり. (本所深川方面、掘建小屋)

. 8鐙問{立に約 7、B人の割.練の中央に道路ありて両官IJ向かい合いになり、 l 部屋 l部

屋の入口に戸もなく隣との境もなくて、慈又は布等にて仕切たれど寒さ甚だしき内、敷物は

廷を用う， (新宿御苑、公設パラ ック)

そこで、財団法人協調会では、このような調査結果をもとに、パラック在住の擢災者の自

治的組織を築く上で、 「パラック仮村建設要綱の概要」を提案しているe

一、一地域を以てーケ村とする、但し余りに広大なるものは適宜これを数ケ村とするもよ

ろしい。

二、村長は、村民の選挙に依るを原則とするも、指導の意味で特殊団体員や、其他の特志

家が臨時村長となるも妨げない。

三、村役場事務員は、村民中から選抜して之に当たらせ、村民にも事務員にも充分自治的

訓練を与える，

四.各村長は.村民の出入は勿論.常に村勢の現状を明にして、よく官庁との連絡を保

ち.物資の配給.職業の紹介、労働の調節、人事相談、思!;!!の善導、児f立の教育、他村との

連絡等、其他村民の福利上自進的事項の研究と施設とに当る.101 

100.1924、田中貫太郎.高山辰三編. r叙述日本大震災史』、教文社
101.1923、悩糊会、 『被災者 「パラックj生活実情調査』、 PP.16.17

第 2章 戦前公共111合住宅の史的位置付け -76-

しかし、 これは実現に至らなかった巴 ほぽ70年を隔てた神戸では、 これが 「テント村J

として、ある程度の自治組織を作っているのだが、もちろん公に提唱されたものではなかっ

た3

2.4.3同潤会の設立経総

一方. この織なパラックを一斉につくっていた政府は、 「第三次計ITIDJとして、小住宅の

建設を計画した。 これは 「細民住宅の施設j とも記されている ~ 102つまり、小住宅建設資金

を義援金に仰ぎ、なるべく従来の細民住居に近い場所に小住宅を建設し、現にバラックに収

用している労働者および細民に適当な住居を与えようというものである.この計画では、東

京府郡部に 1. 500戸、東京市内に 2，000戸、神奈川県i市部に 500戸、横浜市内に

1. 000戸の合計 5. 000戸を供給する計画であった。予定されていた住宅は 1戸当り

6坪、室数は2室以上として、安価で堅牢な住宅を提供する方針であったa

その5. 000戸の小住宅供給の財源となる義指金は、臨時震災教議事務局内の 「義指金

割引管理していたが、 9月 17日に閣議で、義指金の処分方針が.以下のように決定し

たlQ3 (カッコ内は金鎖)

l、食料費 (550万円予定)

2、被服費 (500万円予定)

3、応急施設費

( 1)簡易浴場の経営又は補助 (636.000円決定)

(2 )簡易治療所の経営文は補助 (2，793.600円決定)

(3 )日用必需品簡易市場の建設 (221，760円決定)

(4)孤児迷子扶養老ーなき老廃者収用所の経営

(5 )死亡者遺族に対する葬祭料給与及び追悼会施行

( 6)細民住宅建設 (2，662，000円決定)

(7 )羅災民旅費補助(1人lないし 5円)

これらの額以後の義指金の残余額の処分方法についてはさ らに案を具して、閣縫決定を経

て決められることとなった司政府は、これに基き、約 260万円と周t.15万石を東京府と神

奈川県に給付し、大正 14年3月までに 5000戸全ての完成を見た 104これにより緩災後

の応急措置としての 「第三次計画Jは一応完成するのだが、

第三次計画たる小住宅五千戸の竣工を見るも尚約一万の世帯が安住の所を得ず

取残されなければならぬ情事告が明かとなったので、更に之に対する住宅供給の必要

102.1923、臨時麓災救護事務局、 『震災後奮状況並救護施設慨要』、1'1'.8ト83
103.1923.臨時震災救護事務局、 『貴重災被害状況並救護施設概要』、 1'1'.137.138
104.1934、宮沢小五郎編、 f同潤会十年史J• PP.22、同潤会
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あり、文一面家屋払底に依る異常なる一般的家賃の高騰に対する解決をも講ずべき

必要に迫られた2

又一方に於て災厄によって傷療を受け不具廃室となり生活の途を失った不幸な

る権災社の為に、 職業の再教育を施し授産の途を講じて以て更生の光明を与えるこ

とも緊切なる問題のーっとして残された105

として、この2大目的を遂行するために義揖金を使う案が、当時社会局長官であった池田

宏のもとでつくられたョこの案が、大正 13年3月31日の閣議決定により義摘金から

1. 000万円を支出して設立された財団法人、同潤会であった包 106ちなみに震災に寄せら

れた義指金の総額は約 6. <; 0 0万円であり、このうちの、約 15%を以て伺潤会が設立さ

れたことになる。

2.4.4同潤会の事業

同制会設立の当初の目的は、 「住宅の経営と不具廃疾収容所並佼産場の経営Jのこつであ

ったが、後者は1928年に問潤警成会として独立し、以後同潤会は住宅関連事業に専念するこ

とになる 2

ここで、同潤会設立に大きな役割を果たした池田宏は、大正 13年の段階で、 「都市には

随分独身者も沢山あることであるから.それ等の独身者の為に相当なアパートメントを造る

ということは或る程度考えて宜かろう J107と述べているa

同潤会設立当初の計画では、まず住宅経営事業として1924、25年度中にアパートを1000

戸 (300戸と700戸)、普通住宅(木造小住宅)を7000戸 (3000戸と4000戸)の計8000戸建

設する予定であった 3 しかし、政府による被災者向けの応急住事業は遅々として進まず、問j

閥会は政府からの交付金をもとに急i握、仮住宅の建設に乗り出すことになったz 建物は、 l 

戸 8~トの木造平屋の長屋形式で.住宅・庖舗の 2 種に分かれており、託児所、綬産場、仮設

浴場も備えていた.しかしあくまでも仮設であったため、このうち 2カ所は他の社会事業団

体の経営に渡ったが、他のものは同潤会自ら1927年末までに全て整理・徹去している。ここ

で社会事業としての同潤会による住宅供給事業を護付ける事実がある。すでに述べた東京府

社会事業協会では、内務省社会局の委託を受けて、同潤会が建設した仮住宅のうち、平塚、

和田拐、中新井、奥戸、碑金、砂町の 6ヵ所で福祉事業を行っていた包具体的には、人事相

談、職業紹介、小資金融通などの事業であった。その後仮住宅の徹廃とともに漸次閉鎖して

いき、昭和 2年の段階では、平塚、和田堀、砂町の 3ヵ所において事業を継続していた 108

105.1934.宮沢小五郎編ー 『同潤会十年史』、PP.26、同潤会
106.1991、福岡峻治、 『東京の復興計画』、 PP.391‘日本評論社
107.1924，内務省社会局第二部、 『住宅問題資料第 1輯 都市住宅問題J' PP.55 
108.1927、東京府社会事業也会、 『創立十周年記念 東京府社会事業協会一覧J
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一方、本業の方の普通住宅は、アパートメント建設が区画整理未完による敷地選定の遅れ

やコンクリート施工時期の関係で、 1924年度には間に合わなくなり、 300戸分のアパートメ

ントの資金が普通住宅資金に回された。こうして1924年度には3千400戸余りの普通住宅が一

挙に建設されたが、逆に翌年の1925年度には、震災による住宅不足がやや緩和され、交通の

便の良い市内での住宅需要が高まったとして、その予算をアパートメントに回したため{華か

70戸余りしか建設されなかったs 全て賃貸であり、住宅の形式は大別して、平屋、二階建、

二階建上下別世帯の三種があり、主として 2から 6戸の長屋建であったa 住宅の他、娯楽

室、児童遊園、テニスコート、食堂、診療所、隣保館、託児所、俊度場などの福祉施設も備

えていたz

次に、もう一つの本業であるアパートメント事業は、 1925年度から始まり、東京 ・償浜

の交通の使のょいところところに1926から30年の 5年間に 14カ所， 2200戸余り建設され

た‘その後4年のブランクの後、同総会創立十年を期して、 rJl.!5P:の盟主たるべき日本の中

流階級の住居として、 f旨導的なるアパートメントj として同潤会忌後の江戸川アパートが建

設される，{主戸の多くは2室から 3室からなる世帯向住宅であったが、 1虫身者向けの{主戸も

計画された3 また、独身職業婦人向けの大塚女子アパートも建設された。付帯Mi設の種績は

普通住宅と大して変わらなかったが、それらの施設を住戸とうまくミックスしてまとまった

住快 ・街区を形成している。

一方、不良住宅地の改良(次節参照)は震災前からの国家的懸案であったが.政府は震災

を機会にこの事業に積極的に乗り出す方針を固めた， 1926年5月、同制会は政府からの追加

交付金を以て震災前からトンネル長屋と して有名だった不良住宅地区、深川猿江誕町の改良

に乗り出している，これは1927年に成立する不良住宅地区改良法に先行する実験的な事業で

あり 、猿江の事業の遂行を受けて、同法成立後初めての適応事業が伺潤会の手によって横浜

の南大困地区においてなされた=

同潤会は‘普通住宅事業が一段落した後、一般中流の動人向けに文化的理怨的な小住宅の

僕範を示すために、 1928年、普通住宅の剰余金を以てまず30戸の住宅分譲を行った司これが

好評であったため、 1938年までに、 1 7カ所、 524戸を建設した。この住宅分譲事業は、都

市中流層への実質的な住宅供給という側面もあったが、むしろ、理怨的小{主宅の俊範として

積極的に一般に啓蒙していこうという意図の方が強かったようである 3

しかしこの事業も1934年からは、職工向けの住宅分譲に少しずつシフトしていく。これ

は、日本の軍国主義化に伴うもので、職工向分譲住宅はモノを作る軍事工場に従事する人々

を住宅函から支援するという発想であった。事実、動人向分設住宅より、職工向の方が資材

の特別配給等の政府による支媛が充実していた。また、同じ1936年には寄付行為に関する規

則を大幅に変え、東京 ・横浜に限らず全国で事業を展開できるようになり、住宅建設・経営

の受託事業を始めている。その殆どが軍需関係の事業であり、これは後の1941年に住宅営団

移行への伏線とも見ることができる，

同潤会の専務理事であった宮沢小五郎は、同潤会のこのような活動をまとめて、以下のよ

うに述べている。

同潤会は大正十三年六月にできたのでしょう a その時に木造住宅を八千戸、ア

パートを二千戸こしらえる計画で二千戸を建てるのに三年かかった=庶民アパート
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は初めての試みですから、どういう形式にするか問題が多くて随分手間取った.そ

れで建ったのはまず一番最初の青山の表参道のアパート、次は渋谷の代宮山、深川

の清砂町、これらは二部屋ですョ一番おしまいの江戸川アパートは借金をして建て

たのですが、これらは日本の将来の庶民住宅が二部屋では困るというので、四部屋

が七戸、二部屋が十戸、後は平均三部屋です。一室平均家賃が十円、三室のやつが

三十五、六円です。当時庶民住宅が三十五、六円とは怪しからんといわれた。それ

から労働者のアパートの委託を受けて建てているうちに支那事変になったので

す 109

{同潤会の寄付行為の変選]

(当初)

第二条 本会は大正十二年九月の震火災に関し必要なる施設を為すを以て目的とす

第三条 本会は前条の目的を達する為左の事業を行う

一住宅の経営

ニ不具廃疾収容所並綬産湯の経営

三 その他必要と認むる施設

(昭和三年三月)

第三条 本会は前条の目的を達する為左の事業をf子う

一 住宅の経営

こ その他必要と認むる施設

(昭和五年六月)

第二粂 本会は大正十二年九月の震火災関係地方の住宅施設並之に伴う社会施設を以て自

的とす

(a{j和十四年三月)

第二条 本会は大正十二年九月の震火災関係地方の住宅施設並之に伴う社会施設を以て自

的とす

前項の施設に支障なき範囲内に於ては其の他の地方に於ける住宅路設並之に伴う

社会胞設を為すことを得

第三条 本会は前条の目的を達する為左の事業を行う

一住宅の建設、経営並分譲

二住宅敷地の造成、貸与並分譲

三不良住宅地区の改良

四住宅施設の設計、工事監督.建設並管理の受託

五住宅に関する調査、研究並情導

六 俊産場、浴場其他居住者に対する複利施設

七 其の他必要と認むる事業J

(1942、宮沢小五郎、 「同潤会十八年史~ ) 

109.1955、 「鹿談会:営団を偲び公団lこ望むJ r住宅9月号』‘日本住宅也会
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図 26. 同潤会の年度別住宅供給戸数

2.4.5帝都復興事業

関東大震災の復興事業の中心であったのは、 「帝都復興院jであった。この復興院の設立

経緯などについては福岡綬治が詳細な検討を行っている110のでここでは深くは触れないが、

その経過と同潤会とのい関係について述べることにしたい，

震災後、 9月 12日に特殊機関の設置が議論され、 16日には 「帝都復興審議会官制jが

交付され、 27日に 「帝都復興院jの官制が敷かれた.

後藤大臣は復旧なんてケチな事を言うな、禍を転じて副としなければならな

いs 復旧と言わずに之から復興と言え、と言うわけで之から復興なる言葉が出来

た 111

と佐野利器が回怨しているように、復興計函は、後藤新平を中心として動いていた。しか

も、土地区函整埋をその事業の根幹に鋸えて遁進していたため、 「巨視的な 「復興j の下に

110.1991‘福岡峻治、 『東京の復興計画』、日本評論社
111.1957、佐野博士追想録編集委員会. r佐野博士追想、録』、 PP.:ロ
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微視的応急的な権災者の住宅計画を切り隠してj いき、 「復興計画の中心的推進者の一人池

田宏が、後に復興計画の挫折の中から、そこで切り厳されてしまった 「震災前後処置Jを通

じてJ112、同潤会という回路を切り開いたのであった。

こうした状況の中、佐野利器を中心として.前述の 「建築会社法J r住宅会社法Jの精神

がいくぶん特殊な形で具体化した r復興建築助成体式会社Jであるs この熱心な推進者で

ある佐野利器は、大正 13年3月29目、東京市建築局長に迎えられたs 復興建築助成体式

会社の計図は、不燃焼都市建設のため、先ず東京・横浜両市の甲種防火地区内に耐火、耐震

建築をしようとするものに長期の低利資金を供給し、又同保の建物の建設しこれを市民に割

以販売するために資本金 1000万円の公私共同企業形態の綜式会社をつくるというもので

あり， これに 6000万円の政府資金を導入しようとするものであった 113復興建築助成掠

式会社ができるまでの経緯を、中心人物である佐野は以下のように回想しているg

目論見の原案は東京市政調査会で渡辺鍛蔵、田辺定義等の諸氏に私共が加わっ

てつくったのである e これに対し中村市長は大に乗気になって、私と 2人で湯河原

に静養中の渋沢子爵をたずね、尽力を頼んだs 子は大に賛成だが自分は出来ないか

ら代りにと言って井上準之助さんに頼んで呉れた=

大蔵大臣浜口雄幸氏も骨を折って呉れ、資本金 1000万の会社をつくり政府

から勧銀と、市を通して4000万円を貸出し、会社は耐火建築をつくるものに長

期貸付をすると言う訳であるa

この会社設立のため市長と共に東奔西走し、大蔵省にはお百度を踏んだa 市会

の関係もあり中々容易ではなかったs 幸いやっと出来て沼田政二郎氏が初代の社長

となり、竹内六蔵氏が筈視庁をやめて伎師長となり、高僑貞太郎氏が技師となって

庖開きをし.民間復興に相当役立つて呉れた 114

この復興建築助成綜式会社の案は、渡辺銀蔵が大正8年 l月に 都市住宅問題解決の一

案j として、 「中央公論Jに発表し、その後何度も自著に再録していた 「公益建築会社案J

(前述)をヒントとしてつくられたものだと佐野自身も言っていた 115大蔵省との幾度にも

わたる交渉の結果、 6000万円の政府資金が4000万円に切り下げられたが、大正 14 

年9月 14日に、市会において復興建築助成体式会社の創立を前提とする市と会社間の契約

案が、決定した。会社は周年 12月 17日に設立され、翌年には400万円、 92件の耐火

建築資金が市民に融資されているs

その過程の中で、九段下に現在も残る「今ill小路共同住宅Jが昭和 2年に竣工している.

この建物は、 RC造 3階建の底舗併用住宅であるが、各住戸ユニットの間口が整っていないこ

とが平面から読み取れる。また、それぞれのユニットに対し、 l、2、3階とも同じ位置に

問じ人の名前が入っていることから、従前の敷地割そのままに建設されたことが分かる a 震

災復興時の慌ただしさの中で、再開発を行う際の権利関係の精算をせずに急いで平面計闘が

112.1991、福岡峻治、 『東京の復興計画』、日本評論社
1131957.吉山真悼、 「東京市建築局長時代の活躍J、 『佐野博士追惣録J、PP.122、佐野博士追想録
編集委員会

114.1957、佐野陣士追想録編集委員会、 『佐野博士追想録』、 PP.25
115.1957、渡辺銭蔵、 「佐野樽士の憂国の高風を慕ふJ、 f佐野i専士追想録j • PP.123 佐野侍士追想
録編集委員会
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なされたのであろう。しかし、し 2階がメゾネットとなっており、底舗併用住居として使

用できるほか、3階は片廊下式のユニットが並んでおり、他人に貸し出すことができるよう

になっている。

図27 今川小路共同建築116

間司明司再 ド日l

]輯瞳静雄E
こうした復興建築助成株式会社の理念と活動は、 「住宅会社Jの精神を.震災復興という

特殊な状況の中で向潤会とともに引き継いだ組織ということができょう s

116.1934、途築学会、 『東京償浜復興建築図集』、丸善株式会社
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2.5 不良住宅地区改良事業

同潤会の一つの重要な事業であり 、震災後にようやく公の手で行われるようになった、ス

ラムの再開発、 「不良住宅地区改良事業Jは、地方公共団体の手で、戦前公共集合住宅のい

くつかを生み出していった3

2.5.1 不良住宅地区改良法と住宅監督制度

大正 15年 6月 22目、 「社会事業調査会jの再設置が、閣議決定されたε 内務省社会局

内に設置され、内務大臣の諮問に答申 し、 さらに各関係大臣に廷後できる権限が与えられ

た，袋災によって応急的 ・緊急的な社会事業政策しか行えなかったために、新たな社会事業

体系を筏索するために再び設置されたのである。 7月 15日には、 '時努の推移に鑑み社会

事業の体系を如何に定むべきや其の会の意見を求むJとの第 I号諮問が第 2号諮問 「児童扶

助制度にi掬する件j 、第3号諮問 「不良住宅密集地区の改善方策に関する件j とともになさ

れた，

まず、第 l号諮問に対しては、特別委員会を設けて審議した給来、 fi&設に関する体系j

F経済的保護胞設に関する体系J f失業保護範設に関する体系J f児童保護事業に関する体

系Jの4つの答申が、翌昭和 2年 6月 18日までにまとめ られたa 住宅供給については、

「経済的保護施設に関する体系Jの中で触れられてお り、大正 15年 11月中に4回の特別

委員会が関かれたs その第 l回では、すでに同潤会の猿江裏町改良住宅(猿江アパート)の

設計に供わっていた社会局の中村宏技師から欧米各国における住宅政策に関する説明があっ

た後に、東京市内の公営住宅を視察している。実は.社会局では.不良住宅改良事業法実施

の前縫として、 「ーヶ所試験的に改良事業を実施する必要を認め、まず猿江裏目Tの改良を計

画J117するために中村宏が伺潤会の嘱託と して、その任に当っていたのであった.実際に同

潤会において猿江裏町改良事業が事業決定しているのは大正 14年 9月であって、すでに事

業がある程度進んでいる段階であったのだ.その結果、公益市場 ・共同宿泊所 ・公益質屋と

並んで.住宅に関する体系がまず最初に掲げられている。 llB

第一住宅

住宅に関しては之が線本政策確立の要あるも我国に於ける一般住宅の現状に鑑

み差当り其の数的調整及質的改善公私の施設に関し特に左の事項に留意すること

117中村宏、 「我国住宅政策の近況j 、 『建築雑誌』

118.1928、内務省社会局、 『社会事業調査会報告(第一回)J、PP.22
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一、地方公共団体、公益法人、住宅組合‘産業組合其の他適当なる機関の住宅

建設の助成並監督に関する制度を確立すること

二、行政庁其の他適当なる機関に依る小住宅監督府IJtlrを樹立すること

三、不良住宅地区改良事業並之が国庫補助に関する制度を樹立すること

四、農村住宅改善に関する助成方法を誹ずること

震災の前も、住宅供給は社会政策の中の経済的保護施設と して位置付けられていたが、そ

の位置付けは、職業紹介などと比べて決して優先順位の高いものではなかったが、この答申

では、住宅がまず最初に位置付けられており、震災直後には住宅政策が社会政策として優先

度の高いものとして位置付けられたことが分かる。また.ここでは、震災前の 「小住宅改良

要綱J に見られる、細民住宅の強制約排除と改善が、 「不良住宅地区改良事業J として再び

取り上げられ‘さらにそれと相補完する制E主である 「小住宅監管制度J も同時に取り上げら

れているところに、内務省社会局の気慨が伺える。

一方、この第 l号諮問 「社会事業の体系Jと同時に諮問された ー不良住宅密集地区の改善

方策に関する件Jは、別途、特別委員会が設置され、審議が行われていったz この符別委員

会には、後に佐野利器が臨時委員として加わることになったg 特別委員会は大正 15年 7月

20日、 8月 17日‘ 9月 15日の 3回にわたって関かれ、特に第 2回特別委員会では、深

川区猿江裏町、 三ノ輪、南千住、日暮里の不良住宅未収地区の状況を調査しているa これら

の地区のうち 、猿江奥田T.日忍一塁では後に不良住宅地区改良事業が実際に行われているa さ

て、その後の第3回の特別委員会では、幹事より提出された 「不良住宅地区改良法案要綱j

が可決され、 9月 29日の第 2回社会事業調査会において満場一致で可決した， (資料 9)

その結果以下のような不良住宅地区改良事業が実施されたのであるz

表 17 不良住宅地区改良事業一覧.

事業名 所在 地区指定 事業主体

猿江!f町 東Ji'，市深川区 大正 15年5月22 同潤会

B 

下寺町 大阪市天王寺 昭和 3年2月9日 大阪市

区

奥国田T 名古屋市中区 昭和 3年 3月 26日 愛知県社

会事業協
会

ニ河島 東，，;，，府北笠島 昭和 3年3月26日 東尽府

郡

西巣鴨 東尽市豊島区 昭和 3年 3月 29B 東，，;，，府

南太田町 横浜市中区 昭和 3年 5月23日 同潤会

葺合新川 神戸市 昭和 5年 10月3日 神戸市

日暮里 来示市荒川区 昭和 8年 11月 24 同潤会

日

*. 1933、中村宏、 l住宅経営J、 『高等建築学第 25巻』、常鐙性炭

1942、宮沢小五郎編、 『向潤会十八年史』、同潤会

情造 階数 戸数

RC 3階 1 4 0 

RC 3階 1 584 

RC 3階 1 59 

木造 u昔 286 

木造 1 ~苦 24 

RC 3階 322 

木造 2階 1 38 

RC 3階 234 

木造 u苦 246 

RC 3階 702 

木造 1、2 1 72 
階

しかし、こう した不良住宅地区改良事業の試みも.関野の次の言葉のように.住宅供給政

策という点からみれば 「焼け石に水jであったことは否めない=
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大正十二年関東大震災を契機として、以後住宅政策の必要は愈々その度を高め

るに至った，先づ各自治団体で市営住宅を供給したに始まり、大正十三年五月間潤

会が設けられ、住宅調査を行いつつ一団地の住宅経営、集合住宅の建設、一般住宅

相談をその主要事業とし、次第に農漁村住宅の調査改善にも及んだコ&~ち郊外工場

地帯附近には労務者の為めの一団地の住宅を経営、市中には勤労者の集合住宅を建

設する一方不良住宅の改良を行い、東京猿江にその第一歩を踏み出し、昭和二年の

不良住宅地区改良法の基礎をなした。以上住宅の改良と建設とは試験的の範囲を出

づることなく‘加速度的に増加する不良住宅の前に焼石に水の感無くもなかっ

た 119

119.19~2. 関野克. r日本住宅小史J.相撲書房、 P142 
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2.6 まとめ

東京における不良住宅地は、明治のはじめから、江戸時代にすでに形成されていた都市の

下層社会に、明治維新による武士からの転落者と農村部からの流入人口によって、次第に膨

れ上っていった 2 当時、こうした地域は「貧民窟Jと呼ばれ、為政者や上流階級の人々にと

っては、ペストなどの病気をもたらす病原菌的な存在、あるいは、単なる 「範しの対象Jに

しか過ぎなかったe しかし、明治も後半になり、日本の産業革命が本絡化してくると r殖

産興業のための労働力の育成j として、特に工場の宿舎を主とする住環境改善の役割を政府

が但おうとする=また、大阪や東京といった都市ごとに、 「長屋構造制限令4 などという形

で、不良住宅の取り締まりが図られていったのは、明治も晩年のことであった。しかし、貸

家における建築制限は家主にとって大きな経済的負担であり、それが居住者の経済的負担に

はねかえって来るという、資本家側の反対によって、法本的な改善がs'lめないような状況は

当時からあったのだ。

一方、 「主主善事業Jという形での住宅供給は、篤志家や宗教団体によって、散発的に試み

られていたが、我国初の公的住宅供給事業は、吉原火災に寄せられた議泊金をもとに明治

44年の 「辛亥救災会j による玉姫住宅という形で実現している s そこには、貸長屋をはじ

めとして浴場や託児所などの公益施設が敷設されていた。つまり、単に供給を嫁ぐための住

宅供給ではなく、 「住宅を供給しつつ、町を一体としてつくる」という試みがすでに明治の

末にはなされていたのである=これ以降、社会事業的住宅供給の場では必ず、浴場、託児

所、職業紹介所、授産施設といった社会施設が敷設されており.このことはとりも直さず、

公的住宅供給の出発点が、 「慈善事業Jであったことを表しているa

このように、怒善事業としての住宅供給事業は明治末期から大正初期に始まりつつあった

が、それは基本的には、緊急非難的な対応であったといってよい.'11なる散発的な住宅供給

(ニ貸長屋建設)ではなく、町を一体として改善していく方策が、社会事業担当者の中から

要望されていたが、単に下回社会における不良住宅問題だけではなく、都市中流層である俸

給生活者の住宅難が叫ばれるようになるa

同潤会の初代会長になった水野錬太郎は、内務次官であった頃の大正6年に、 「慈善救済

事業Jの在り方について‘その実施主体を三段階に分けて考えていた.つまり、個人的慾善

救済を第一期、つまり 「心ある者が孤独哀れむべき者に対して衣食や資金を俊助するJ段階

であるとし、社会的慈善救済を第二期つまり「組合とか法人が、孤児院・養老院・感化院な

どを設けるj段階であるとし‘国家的主主善救済を第三期とし、この第三期では、 「養老院J

「職業紹介所J r感化院J r慈善病院J r貧民長屋の建設J r不具者を収容する特殊教育

所Jというものを、府県や市町村といった公共団体に行わせることとしている a ここにおい

て、低所得者層向けの 「貧民長屋の建設Jとして国家的政策として実現されなければならな

いと述べていることは、注目に値するが、その根本精神は、 「哀れみと施しJによる事業で

しかなかったa
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翌年の、大正 7年5月に内務大臣諮問機関として設置された「救済事業調査会jは、多岐

にわたって国のなすべき事業をあげつらったものの、実際に諮問された事項はほんの少しに

過ぎなかったョしかし、当時の政府が社会事業として想定していた事業を公に示したという

意味で大きな意味があったのみならず、その後の大正 ・昭和初期の国策としての社会事業に

与えた影響は大きかった。そこでは、住宅供給に関して

1、公共団体による住宅改良

2、住宅改良を目的とする建築会社等の奨励

3、細民住宅を建設する公共団体の記載を認め低利資金の融通を図る

4、細民住宅巡視員を公共団体に設置させる

という、目標が渇げられ、まず、公共団体の住宅経営のための政府低利が始まったa この

政策さまざまな形式の住宅供給を全国に生んでいく中で、わが国初の公共集合住宅を誕生さ

せたことは、その後の集合住宅史にとって重要なことであったa そのはじめが横浜市営中村

田T住宅館であり.それを受けて建設された、東京市営古石場住宅であった=またこうした公

営住宅が各地に競うように建設されていき、コルク張り、重ね建て{主練など、後に同潤会の

住宅でも探周されるような住宅の改良手法は、実験的に試みられていた。この時期の公営住

宅は、いわば新たな住宅計画の「実験場Jともいうべき環境にあったといってよかろう。

また、先の空歳事業調査会の答申中、 「住宅組合法Jが成立したがそれと相補関係にある

「住宅会社法」は見送られてしまったe そして、滋災直前の住宅供給事業は、社会事業の中

で、 「経済的保護J事業として位置付けられるようになったE そうした枠組みの中で、倍わ

れてきた、政策としての社会事業が、関東大震災という嵐めて偶然性の対出来事を契機とし

て r住宅会社jならぬ 「同潤会j として結実したということができるe
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資料1: 細民住宅改良要綱 ・原案120

(救済事業調査会、大正 7年9月21日)

一、衛生上又は保安上有害なりと認むる住宅の一部又は全部修築を命じ其の使用を停止若

は禁止し並其の取崩しを命ずる権能を地方長官に与うること

一、公共団体に対し住宅改良の用に供する土地の買収橋を認むること

一、住宅改良を目的とする建築会社等を奨励し一定の条件に適合するものには公共団体と

同様の保護を与うること

一、細民住宅建築の為にする公共団体の起債を認め低利資金の融通を図ること

一、官公署等(特に都市に於る)に於ては成るべく下級従業員の住宅を建築すること

一、公設又は公益を目的とする住宅には租税公課を免除し文は軽減すること

一、会社工場等に社員職工の住宅を供給することを奨励すること且つ一定条件に適合する

もの(使用人数文は利益配当率を標準とするが如き)に対しては之を強制すること

一、細民住宅巡視員の設置を公共団体に命じ常に改良の歩を進めしめること

一、一定の資格を有する者には住宅建築資金の融illi方法を~þf:ずること

一、細民住宅地と交通機関との連絡を計り且賃銭の割引を実行せしむること

一、(低廉宿泊所を設くることを奨励する こと

120発行年不詳、内務省社会局、 『救済事業調査会報告』
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資料2: 細民住宅改良案に対する委員意見摘要121

一、地代騰賓の防止の為に地方税課税制限の徹廃其の他の方法を講ずること

二、中流以上の住宅改良をも考慮すること

三.地方公共団体に貸家を登録し{昔主に対し之を紹介する為相当の施設を為すこと

回、衛生上公安上有害なりと認むべき条件を定むること

五、取崩を命じたる家屋に付賠償の途を考究すること

(以上矢作委員)

六、細民住宅は細民、下級従業員、下級等の文字を避くること

七、奨励方法として官公有地の無代文は廉価使用の途を開くこと

八.建築会社の外建築組合を奨励すること

(以上神戸委員)

九、敷地をも包含せしむる意味を以て住宅と言わず居住とすること

卜、合宅供給に関しては会社工場の外地主を加うること

十一、貧民窟鉱大の防止のために一項を設くること

(以上小河委員)

十二‘細民住宅を改めて庶民住宅とすること

十三‘会社工場に舎宅供給を強く奨励し殊に之を強制するが如きは慎重に考慮すべきこと

(以上高野委員)

十四、農民住宅の改良を考慮に加うること

ト五、敷金家賃等に付きても考慮を加うること

(以上道家委員)

十六、個々の家屋改良の外に部落改良の一項を加うること

十七、土地収容に付き細目の条件を規定し置く こと

十八、地方長官の1軍縮行使に付き何等かの保障を設くること

十九、官公有地使用の途を開くこと

二十、人員制限の如き立法を考究する こと

二十一.本案の組税免除は尚お考慮する こと

二十二、会社工場に舎宅供給を強制するは考慮の余地あり保護に付ても必要を認めざるこ

(以上径回委員)

12l.発行年不祥、内務省社会局、 『救済事業調査会報告』
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資料3: 小住宅改良要綱122

(救済事業調査会、大正 7年 11月5日)

一、公共団体に対し相当の条件の下に住宅改良の用に供する土地の収容権を認むること並

官公有地の譲渡貸付に付き便宜を図ること

二、住宅建築及び用地質入其の他必要ある場合に於ては公共団体の起債を認め及低利資金

の融通を図ること

三、住宅巡視委員を設置して住宅改良の歩を進め特に密集住居の弊を防ぐに務めしむるこ

と

四、公共団体又は公益団体に於て低廉宿泊所を設くることを奨励すること

五、官公署等に於ては成るべく従業員の住宅を建築すること

六、住宅改良を目的とする公益田体建築組合等を奨励し一定の条件の下にこれに保護を与

うること

七、会社工場等に従業員の住宅を供給することを奨励すること

八、住宅の所有を奨励する為め相当の資格を有する者に一定の組織を設けて住宅建築資金

の融通を図る等保 護の方法を講ずること

九、長屋建築及会社工場等の従業員住宅の建築に付ては認可制度を設くること

十、衛生上又は保安上有害なりと認むる住宅の一部又は全部の修築を命じ其の使用を停止

若は禁止並其の取崩しを命ずる緩能を地方長官に与うること但し取崩しを命ずる場合に於て

はE寺宣に依り公共団体の費用を以て補償を与うること

十一、衛生上又は保安上有害なりと認むる地区の改良に付ても又前項の例に依ること

十二、市街の小住宅所在地に対する交通機関の普及を図り且つ賃銭の割引を実行せしむる

こと

希望条項

一‘住宅賃借の条件に付き速に調査を遂げ相当の制限を設くること

二、小住宅建築の適する公有地は成るべく之を保有せしむること

三、小住宅改良と密後の関係ある土地増価税及借地料の摺加に対する銀税に関しては速に

調査を遂ぐること

122発行年不詳、内務省社会局、 『救済事業調査会報告』
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資料4: 内務省、住宅改良助成通牒要項123

一、公共団体に対し相当条件の下に住宅改良に供する土地の収用憶を認め官公有地の譲渡

貸付につき便宜を図る事

二.住宅建築及び用地買入其他必要ある場合に於ては公共団体の起債を認むる事

三.住宅巡視員を設置して改良して改良進歩を図る事

四、公共団体又は公益団体に対し低廉宿泊所設立を奨励する事

五、官公署等に於ては成る可く従業員の住宅を建築する事

六、住宅改良を目的とする公益団体建築組合等を奨励し一定条件の下に保護を加うる事

七、会社工場等に従業員の住宅を供給する事を奨励する事

八、住宅普及を奨励するため住宅建築資金の融通を図る等保護方法を講ずる事

九、市街の小住宅所在地に対する交通機関の普及を図り其賃銭の割引を実行せしむる事

123.1919. r日本社会事業年鑑』、大正8年版
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資料5: 住宅組合法案要綱

一、二十人以上を以て組織する組合にして組合員に其の住宅を供給することを目的とする

ものを以て住宅組合とし之を民法よの公益法人とすること

二、住宅は居住の用に供する家屋及命令を以て定むる付属設備を包含すること

三、住宅組合は用地の造成、住宅の建設購入譲渡其の他必要なる事業を行うこと

四、住宅組合は有限責任組合とすること

五、住宅組合は名称中に住宅組合の文字を用うべく組合以外の者は住宅組合の文字を含む

名称を用うることを得ざること

六、組合の設立解散及合併は内務大臣の許可を受けしむることと し箆督は第一次に地方長

官第二次に内務大臣とすること

七、組合員一人の出資額は住宅一戸を建設しうべき程度を段小限とし忌高限は命令を以て

之を定むることとし組合員が供給を受くる住宅は一組合員一戸に限ること

八、組合員には左の各号の権利制限を加うること

(イ)組合員は組合に払込むべき出資額に付相殺を以て組合に対抗するを得ざること

(ロ)其の組合に対して有する縫利を組合の承諾なくして設渡するを得ざること組合の承

諾に依り其の譲渡を受けたる者は組合に加入したる者とすること

(ハ)新加入組合員は加入前に生じたる組合の債務に就ても責任を負うこと

(ニ)組合員は住宅の所有権取得後も十年間は組合に譲渡する窃合を除くの外之を処分す

ることを得ざること

九、組合員は左の線利を有すること

(イ)第一回払込後に於ては定款の定むる所に依り住宅の供給を受くるを得ること

(ロ)組合員脱退の場合には定款の定むる所に依り出資の全館または一部の払戻を請求し

得ること

十、組合に対し左の各号の権利制限または義務を課すること

(イ)組合は組合員の組合に対する緩利を取得するを得ざること

(ロ)組合員第一回の払込を終りたるときは之に対し住宅の供給(所有及使用)を為すを

f号ること

(ハ)住宅は定款の定むる所に依り組合文は組合員必ず之を火災保険に付すること

(ニ)住宅は命令にて特別の規定を設くるものの外市街地建築物に関する法規に従わしむ

ること

十一、組合には左の各号の保護を加うること

(イ)組合の所有に属する問は住宅に就き地方税を課することを得ざること

(ロ)住宅に闘し登録印紙税を免除すること

(ハ)必要の場合は三十年に限り土地集用法により問地を使用するを得ること

十二、所有権移転後も出資払込の完了に至る迄は其の払込義務を:官、り使用条件に違反し又

は其の他法定の事由発生したるときは所有権は組合に復帰すること
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資料6: 住宅組合法

第 1条 住宅組合は組合員に住宅を供給するを以て目的とす

住宅組合は法人とす

第 2条 住宅組合は前条の目的を達するため左の事項を行うことを得

1 住宅用地の取得、造成者はi昔受又は組合員に対する貸付若は譲渡

2 住宅の建設又は購入

第3粂 本法に於て住宅と称するは住居の用に供する家屋及其の付属設備を謂う

前項の附属設備の種煩及範囲は命令を以て之を定む

買~4 条 組合の供給する組合員の住宅は一組合員に付一戸に限る

第 5条 住宅組合の供給する住宅に関する坪数其の他の制限は命令を以て之を定む

百l6条 組合員の待分は之を相続することを得

第 7条 組合員住宅の所有権を取得したる後出資払込の完了に至る迄の問左の各号のーに

E該当するときは組合は定款の定むる所に依り組合員に対し住宅の所有維を組合に譲渡するこ

とを請求することを得

l 出資払込の義務を怠りたるとき

2 組合の定むる住宅使用条件に違反したるとき

第8条 組合員は前条の規定に依り其の住宅の所有権を失いたるときは組合を脱退す

m9条 組合員出資払込の完了前住宅の所有機を取得したるときは組合は組合員をして未

払込出資金額に付其の住宅の上に低当権を設定せしむることを得

第10条 住宅は定款の定むる所に依り之を火災保険に付すべし

第11条 住宅組合の住宅の建設購入者若は住宅用地の取得又は組合と組合員との聞に於け

る住宅若は兵の用地の所有権移転に関しては地方税を認することを得ず

;r;12条 北海道地方氏、府県又は市町村は勅令の定むる所に依り住宅組合に対し住宅資金

を貸付することを得

第13条 図、北海道地方1昔、府県、郡文は市町村の所有に属する土地は随意契約に依り住

宅組合に之を売払文は貸付することを得

第14条 住宅組合は主務大臣、地方長官、郡長及び市長之を監管す

第15条 本法中郡、郡長とあるは部長を置かざる地に在りては之に準ずべきものとし市町

村、市長とあるは市市lまたは町村和lを施行せる地に在りては之に1jI1ずべきものとす

第16条 (民法、産業組合法の準用に関する規定につき、省略)

附則l 本法施行のj明日は勅令を以て之を定む
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資料7: 住宅会社法案要綱・原案

一、住宅会社は小額所得者に住宅の供給を為すを以て目的とすること

二、住宅会社の組織は綜式会社組織とすること

三、住宅会社はー営業地区に一会社を以て限とし原則として北海道又は府県の区域をー営

業区域とすること但し土地の状況により道府県を一区域以上に分割し又は二以上の

府県を合併し一区域とすることを得ること

四、住宅会社の業務の種類及範囲を左の通りとすること

(イ)住宅地の造成、賃貸文は売却

(ロ)住宅の建築賃貸文は売却

(ハ)住宅の管理其の他前二号の事業のため必要なる事項

五、住宅会社は一団地の住宅経営を為す場合に限り内務大臣の許可を受け前項の外必要な

る公共的事務を処理すること

六、内務大臣必要と認むるときは住宅会社に対し期間を矯定して住宅の建築を命ずるを得

ること

七、北海道地方張、府県又は市区町村をして其の区減を営業区減とする住宅会社の綜式を

引受くるを得しめ之を甲種綜とし一般の引受けたる併記式を乙1重体式とすること

八、甲種綜式の離維は内務大臣の許可を受けしむること

九、住宅会社に対しては左の特絡を与うること

(イ)払込資本金の十倍を限り住宅債緩を発行すること

(ロ)会社成立後十年間国及北海道地方費文は府県は各払込資本金の百分の三を限度とし

配当率年六分に途する迄乙種綜式に対し等分の割合を以て補給を為すこと

(ハ)一団地の住宅経営を為す場合に限り土地集用法の規定に依り必要なる土地を収容又

は使用することを得しめ其の住宅用地として使用せらるる問は買戻絡を行使せしめ

ざること

(ニ)一団地の住宅経営を為す場合に於ては国及公共団体は会社の供給する住宅及敷地に

対しその所有に属する問租税其の他の公認を線せざるを得ること

十、住宅会社の所有する建築物は定款の定むる所に依り火災保険に付せしむること

十一、利益金の処分に付ては左の各号に依らしむること

(イ)毎営業年度欠損補境準備金として利益金の百分の八以上、配当平均準備金として百

分の二以上を積立つること

(ロ)利益配当に付ては先ず乙種綜式に対し年六分の配当を為したる後甲種綜式に対し年

六分に達する迄配当を為しの余剰あるとき甲種綜式に対し年二分までの追加配当

を為すを得ること

十二、留保利益金の娠替を以て培資を為さんとする場合に於ては其のm資銀当額中より先

配当補給を為したる北海道地方費及府県に対し従来の配当補給支出金額に逮する
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迄無償にして甲種新綜券を交付せしめ其の残余の増資振当金は甲種体主と乙種綜

主とに対し平等に割当増資払込金に充当せしむること

十三.内務大臣は住宅会社の業務を監督し監督上必要なる命令を発するの外土地家屋の賃

貸又は売買の制限に関し必要なる命令を発することを得ること

十四、住宅会社の定款の設定並其の変更及取締役並監査役の選任は内務大臣の認可を受け

しむること

十五、政府は内務省又は関係地方庁の高等官中より住宅会社監理官を命じ内務大臣の指簿

を承け住宅会社の業務を監視せしむること

十六、住宅会社監理宮の職務縫限を左の如く定むること

(イ)何時にしても住宅会社に命じて営業上諸般の計算及状況を報告せしめ書煩帳簿を徴

し及実地に就き業務及計算を検閲するを得ること

(ロ)係主総会其の他諸般の会議に出席し意見を陳述するを得ること但し議決の数に加わ

らしめざること

十七、住宅会社に於て左の行為あるときは取締役を二千円以下の過料に処すること

(イ)内務大臣の建築命令、監督命令及賃貸売買の制限に関する命令に従わざるとき

(ロ)制限を超えて債権を発行し、建築物を火災保険にイ寸せず、所定の積立金を為さず、

利益配当の規定に違反し又は増資振当の規定に従わざるとき

(ハ)住宅会社監理宮の命に従わず又は其の業務及計算の検閲を拒みたるとき

十八、住宅会社の設立は左の各号に依ること

(イ)内務大臣必要と認むる地方に設立委員を置き住宅会社の設立に関する一切の事務を

処理せしむること

(ロ)設立委員は定款を作り内務大臣の認可を受けたる後綜式を募集し之を終りたるとき

は綜式申込征を内務大臣に提出し住宅会社の認可を築諾すること

(ハ)住宅会社の認可を受けたるときは設立委員は遅滞なく各保式に付第一回の払込を為

さしむること

(ニ)創立総会集結したるときは設立委員は其の事務を住宅会社に引渡すこと
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資料8: 住宅会社法案要綱

一、本法に於て住宅会社と称するは主として小住宅の供給を為すを目的とする綜式会社を

調うこと

二、小住宅の範囲は命令を以て之を定むること

三、本法に依る住宅会社の設立は主務大臣の免許を得けせしむること

四、住宅会社の種類及範囲を左の通とすること

イ、住宅用地の取得、造成、{昔受、貸付文は譲渡

口、住宅の建設、購入、貸付又は譲渡

ハ、一団地の住宅経営

二、土地建物に関する事業の経営、請負又は委託の引受

ホ、前各号の他住宅経営の為必要なる事項

五、住宅会社の払込資本金は少なくとも其の百分の六十を小住宅及其の用地の供給に関す

る事業技に充つるべきこと

六、住宅会社の自ら経営する住宅の総坪の内少くとも百分の六十は小住宅なるべきこと

七、住宅会社に対しては左の特典を与うること

イ、払込資本金の五倍を限り(借入金を合し)社債を募集すること但し最終の貸付対照

表に依り会社に現存する財産が払込資本金に満たざる時は社債総額(借入金を合

し)は其の財産額の五倍を超ゆる ことを得ざること

口、随意契約に依り官公有地の売払又は貸付を受くるを得ること

ハ、一団地の経営を為す場合に限り土地収用法の規定に依り必要なる土地の収用文は使

用することを得しめ其の住宅地として使用せらるる問は買戻縫を発生せしめざる

こと

八、住宅会社が一団地の住宅経営を為す場合に於ては市町村資の支出に属する事業の経営

及其の費用の負担又は補給に付主務大臣の許可を受けて関係市町村と契約を為すこ

と得しめ此の契約に依り会社又は市町村の負担する義務に付ては市町l第百三十一条

第一項又は町村制第百十一条及第百四十三条第一項の規定を準用すること

九、本法に於て一団地の住宅経営と称するは面積一万坪以上の土地に於ける百戸以上集団

する住宅の経営を謂うこと

十、住宅会社の所有する建築物に付ては毎営業年度減価償却をなさしめ其の方法は定款を

以て之を定めしむること

十一、利益配当の厳高限は定款を以て之を定めしむること

十二、定款の変更は社債の募集、合併及解散の議決は主務大臣の認可を受けしむること

(社債募集の際には小住宅及其の用地の供給に関する事業費に充つるべき額を定め

認可を受けしむ)

十三、住宅会社の業務は主務大臣地方長官郡長及市長之を監督すること
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十四、監督庁は随時会社の業務若は財産の状況の報告を命じ文は官公吏をして之を検査せ

しむるを得ること

十五.主務大臣は住宅会社の供給する住宅及住宅用地の賃貸又は売買に関し必要なる制限

を加うるを得ること

十六、本法施行の際現に存する土地建物に関する事業を営む会社は主務大臣の免許を得て

本法に依る住宅会社たるを得ること
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資料9: 不良住宅地区改良法案要項

大正 15年 9月 19日 第2回社会事業調査会に於て決定

1、不良住宅は居住の周に供する家屋にして衛生上有害文は保安上危険と認めらるるもの

たること

2、不良住宅地区は不良住宅密集し衛生、風紀、保安等に関し有害又は危険の所ありと認

むる一団地にして一定の手続を経て主務大臣の指定したるものたること

3、不良住宅地区改良事業あるときは命令の定むる所に依り行政庁にあらざる者に対し本

事業の一部の執行を特許するを得ること

6、行政庁不良住宅地区改良事業を行わんとするときは不良住宅地区改良計画を具し主務

大臣に対し不良住宅地区の倍定を申請すること

7、主務大芭行政庁の地区情定の申請ありたるときは関係市町村の意見を徴し内閣の認定

を経て地区の指定を為すこと

8、主務大臣特別の必要ありと認むるときは前項に拘らず不良住宅地区改良計画を定め内

閣の認定を受け地区の情定を為すこと

9、行政庁は不良住宅地区の指定後一定期間内に不良住宅改良事業方法を具し主務大臣の

認可を受くること

10、行政庁は不良住宅地区改良事業方法の認可後一定期間内に事業の執行に着手するこ

と

11、行政庁は不良住宅地区改良事業施行の為必要あるときは当該地区内居住者の一時収

用設備を設くること

1 2、行政庁不良住宅地区改良事業を施行せんとするときは必ず地区内居住者の居住に充

つべき住宅を建設すること

1 3、前項建設住宅の数は地区信定のときに現に地区内の不良住宅に居住する世帯数を下

回ることを得=さ.ること

1 4、第 12項の住宅の使用条件は予め地方長官の承認を経ること

1 5.不良住宅地区改良事業に要する費用は公共団体を統話する行政庁之を執行する場合

に在りては其の公共団体(例えば市が執行する場合に於ては其の市)行政庁に非ざる者之を

執行する場合に在りては其の者の負担とすること

1 6、前項のまま用及第 20項に依る補償費は命令の定むる所に依り其の 2分の l以内を国

庫より補助すること

1 7、行政庁は不良住宅地区改良事業施行の為必要なる不良住宅地区内又は地区外の土

地.建築物其の他の工作物を収用文は使用することを得ること(行政庁に非ざる者不良住宅

地区改良事業の一部執行を為す場合亦同じ)

1 8、行政庁は不良住宅地区改良事業施行の為必要あるときは不良住宅地区内の建築物其

の他の工作物の改築、除却、使用禁止、使用停止其の他必要なる措置を命ずるを得ること
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1 9、土地、建築物、其の他の工作物の収用文は使用に付ては特別の定めあるものの外土

地収用法を適用すること 此の場合に於ては第 7項第8項に依る福定を以て土地収用法に依

る事業の認定と看i故すこと

20、建築物其の他の工作物に対し改築、除却、使用禁止、使用停止其の他必要なる箔置

を命ずるときは公共団体は命令の定むる所に依り其の煩失を補償すること

2 1.補助金は補償審査会之の決定をすること

22、補償審査会に関する費用は命令の定むる所に依り公共団体之を負担すること

23、不良住宅地区改良事業に関して行政庁の発する命令文は処分に依り行うべき作為文

は不作為の強制に付ては行政執行法第5条及第6条を準用すること

24、不良住宅地区改良事業に関して為したる行政庁の処分に不服ある者は訴願すること

を得ること

2 5、不良住宅地区改良事業に関して為したる行政庁の違法処分に依り権利を既存せられ

たりとする者は行政裁判所に出訴するを得ること

26、第 j8項の倍賞を命じたる場合に其の領失の補償を受くべき者補償金額に付不服あ

るときは通常裁判所に出訴するを得ること

附併決議

1、不艮住宅i'li'集地区の改良事業の実胞に関しては公共団体に於て多額の経費の支出を要

すべきも現下地方財政の実情に鑑み一時に之を負担することは極めて困難なるべく惹いて事

業の遂行を妨ぐるの倶なしとせざるを以て政府に於ては一般社会事業資金よりも更に長期の

貸付方法に依る特別資金取通の途を講ぜられんことを希望す

2.不良住宅密集地区の改良事業は地区外に於ける散在不良住宅の改良並に小住宅の適当

なる維待管理と相侠て其の効果完きを得るを以て政府に於ては更に住宅監管制度を調査立案

せられんことを希望す

ふ都市に於ける交通問題は住宅政策と忌も密接なる関係を有し特に労働者其の他の小所

得者に対する住宅供給事業に於て其の然るを見る因て政府に於ては住宅供給事業に関連して

交通問題に就きても相当考究せられんことを希望す

不良住宅地区改良事業実施要綱

不良住宅改良方策は函よりーならずと錐も都市に於ける不良住宅密集地区の改良は掻も緊

急を要するものと認めらる 而して之が実施に関する大綱として左記事項は其の基本たるべ

きものとす

一、不良住宅地区改良事業は先ず六大都市及其の隣波町村中の代表的の地区と認めらるる

ものより若手すること

一、事業執行者は原則として地区の属する公共団体を統指する行政庁とすること

一、改良事業に要する費用は原則として地区の属する公共団体をして負担せしむること

一、改良事業費に対しては相当国庫に於て補助をなすこと
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第3章 : 戦前のアパートメントの計画と住環境運営

前車では特に.関東大波災前までの社会事業としての住宅供給の足跡をたどり、戦前公共

集合住宅としての東京市古石場住宅、関東大震災を契機にしてできた財団法人同潤会、及び

不良住宅地区改良事業としての猿江盛町共同住宅を社会政策史的に位泣付けたが.本立では

特に大正時代から建築界を中心とした住宅改善運動や、民flnm合住宅建設立l!lihの足跡をたど

りつつ、戦前のm合住宅計画史上に|ロJil¥!J会アパー トを位置付けたい。

さらに、これまであまり触れられることのなかった問問会アパートにおける管理のあり方

を反ることを以て 、 本研究でケーススタデイの対象としている 'i~lìíf公共集合住宅の住環境運

営の出発時の位相を明らかにしたい。
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3.1戦前のアパートメントに関する議論

3.1.1欧米アパートメ ントハウスの移入

アパートメントという外来語は.いく通りもの日本語に訳されている。最初期にそれが使

われたのは集合住宅ではなく.貸事務所であった。明治 39年に遠藤述蒐設計の f原合名会

~1:7 パートメントJ なるものが主主場しているが、これはÞ.I!瓦造 3 階建てで一部に鉄筋コンク

リー卜を使用したものであり、設計者自身が「我国でアパートメントハウスの鴨矢ならんJ1 

としている。しかし l階と 2階の半分は事務所 ・筒応で、 2階以上にi王室があかそれぞれ

の郎肢は6)I~(ほどであったものの、基本的には事務所建築であった。また明治 43 年には 6

階illての、 「三jl同悠アパートメントハウスJが三井同膝会によって建設されたが、これも

基本的には、アパートメン卜というよりは貸事務所というべきものであった。また、明治

4 4 {I'には、 「大日本アパートメン ト株式会社Jによって!日比谷貸事務所Jが建設されて

いる。設計者は斎藤瀧践であったが、これは完全な貸事務所であった。にもかかわらず、ア

パートメントと称されている.これをみる限り、明治時代には 「アパートメントJという言

栄は、数階建ての不燃建築物としての「貸部屋」あるいは「貸事務所j という意味で用いら

れており‘ m合住宅としては用いられていなかったことが分かる.

-)'j‘社宅としては、 「軍経島j に建設された fグラパーハウス(大正 δ年)Jなどが有

弘であるが.ここでは一般都市居住者を対象とした‘アパートメントを論じることにする.

このように、明治40年代から日本においてアパー トメ ントハウスなるものが出現しはじ

めていたが.その後大正時代の後j切には、いくつかの文献で精力的にアパートメントの紹介

と定義づけが試みられている。ここでは‘それらを概観しながら.大正時代における欧米ア

パー トメ ントの意味と、その移入過程を探ることにする。

アパー トメ ントに関する初期の論文としては.小野武雄による「アパー トメ ントを論

ずJ2がある。アメリカ留学の長かった小野は、欧米の.特にアメリカのアパー トメ ントの事

例を紹介し、それらの事例の形態や間取りについて詳細に検討している。ここで小野は、ニ

ューヨークにおけるアパートメントの発達は、都市化による必然的なものであり.世界的に

も大都市がこの段階を経るということを述べているが‘この都市化→アパートメントの必然

性、という公式はその後のアパートメント論議の中で、段々な人に繰り返されている.

アパー トメントを特集したものに、 「住宅改良会J発行の月刊誌『住宅』大正8年 10月

号がある。この号のタイトルは「共同住宅特集j となっており 、 「わが国には未だ本当の共

J. 1977、中山信二. r近代的アパートメントハウス成立に関する史的研究序説』、 PP.20.東京大学修
士論文

2. 1918.小野武雄、 「アパートメン トを論ずJ. r建築錐誌』大正7年7月.9月、建築学会
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同住宅というものがない.従ってその理解に不充分.不徹底の恨みがないでもないから本号

の如きは国民の蒙を啓くに絶好の書物であろう。Jとし‘橋口信助 「共同住宅の発達j 、佐

麗功一 「共同住宅の沿革」、吉田享二 「共同住宅を理解せよJ.償川民輔 f共同住宅に就

て」などの論文が納められ.関口秀行「東京の共同小住宅」では、上野倶楽部をはじめとす

る木造集合住宅の事例が報告されている。この中で橋口信助は、

単純な生活を好む人などは此アパートメント ・ハウスに一度住んだなら一軒家

には二度と住めぬと云って居る。自分で邸内の世話をする必要もなく、出入するに

はその入口に錠をおろし、家族の各自が鍵を持って居て勝手に出入すると云う風で

あるから女中を白く事も留守番を頼む必要がない。而も市街地に接近している故用

足の交通費や時間の経済があり、日用品を質入れるにも悉く商業の中心地で調るか

ら優良品を而も廉価で買入れる事が出来る。3

と、アパートメントのメリットを単純生活や立地による利使性、経済性に泣いている。ま

た、こうした中派階級向けの住宅改善運動の一環として、生活改善運動に参加していた.森

口多~、林いと子は、アパートメント観を以下のように述べている@

アパートメント ・ハウスは一種の貸長屋であるから、 日本の人々は直ちに物

質的に低級な生前をi1!怨するかも知れませんが‘それは問j主っています。物質的に

裕祈な人々や討会的地位の高い人々が好んでアパートメント・ハウスに住んでいる

のでありますから、小さくとも独立した一軒を貸(ママ)りて家庭を営むことを理

主!としている臼本の人々の心底!を以てしては或は解釈が出米ないかも知れません。

私共はよく活動写真などで立派な紳士がアパートメント・ハウスに住んでいるとこ

ろなどを見ることがあります。 f私のアパートメントへいらして下さL汁と其の紳

士が相手に言うているのが字幕に現れることもあります。名中IJに氏の住んであるア

パートメント ・ハウスの名が刷つであることもあります。私共が f(<of々方j と名前l

に書き入れることを恥しく忠、うのとは大分相違しているで芯ありませんかa それも

その筈です。あちらでは其の住んでいるアパートメント・ハウスの名を書き入れる

のは、 日本で ~rえば「村益軒ホテル内J 或は「帝国ホテル内 l と主くのと殆ど同じ

なのですから。それほどまでに高級なアパートメント・ハウスがあるのです 勿論

高級なものもあり然らざるものもあるというように邸々錐多でありますけれども、

要するに近代の都会生活は高級なものにしろ低級なものにしろ、兎に角アパートメ

ント・ハウスの形式による住宅を必要とするという事は否定し得ないでありましょ

" 4 つ.

(中略)

(佐藤孝一の言説の引用)各個人が各人の趣味によって思い思いの家を建てて

いるような事では到底l)j!怨に近いものは得難い。これは一般住家の貨の問題もそう

であるが1i¥の問題の如きも到底解決することは難事であると思う。どうしてもこれ

3. 1919、橋口fa助、 f j~I戸HJ 宅の発注J 、 PP. 5、 『住宅』大正 8{ド 10 月 :~.、住宅改良会

4. 1922、議口多盟.林いと子、 「日本に出来た木造アパートメント ・ハウスJ r文化的住宅の研究』
アルス. P 207. 208、20日
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は国家なり公共団体なり公営的の大会社なりの手に依って大資本主義の下に経営さ

れるのでなければ改善は望み得可らざるものと考えられる。それには為政者や経済

学者や社会改良家や建築家などが中心となって、 一定の企画の下に多数の住宅が建

てられ各人がこれを借入れるなり買取るなりして其の家に依って新しき生活方法を

教えられるという係にするものでなければ住家の其の改善は不可能である。若し斯

くの如く新たに計画せられた住宅の一団が出来て各人がこれに居住して見て、若し

環境や邦人の性t，'iや経済ヒなどから何うしても忍び得ざる点あらば次に建築さるる

ー聞に付ては是等の点を充分に研究して、これを除いて史により良くするように進

めて行く可きであって、当初から和洋折衷などと首をひねって居るのでは何も出来

るものではない、最初が肝要である.段も進んだ外国の形式を先づ実験にかけて見

る可きである。コ

と 、アパートメントがかなり近代的な上流階級の住まいであるとしている。 また、佐藤~J

-によって、公的組織による一団地経営としてのアパートメント建設が、住宅改善運動の立

場からもすでに'1t:t1されていたことが分かる。そして.まだまだ庶民にとって高級の花であ

ったアパートメントの瞥及を、佐藤功ーは当時徐々に普及しつつあった自動車の普及過程に

なぞらえているが、震災後の東京においては.アパートメ ントは木造アパートとして浪災後

急速に白及していったのである。

fをにl人!日l祥三に誘われ、阿潤会アパートの設計に傑わることになる川元良ーは、大正 11

{Iに 1集合住宅fitlと氏の衛生価値 lの中で

ローレンス.ウエーラ一氏 (LawrenceVeiler)苫綴範住宅法 (:'vlodelHousing 

Law)に依れば、 一人以上の者が一時的詳しくは永続的にJtの令部若しくは一郎を

自己の家庭、J，I:'所、又lま寝所の用に供する家又は家の一部を住宅(D¥¥'elling) と称

し.住宅を分野iして三とし (a)独立住宅 (PrivateD¥¥elling) (b)二家族住宅

(Two Family Dwelling) (c)集合住宅 (MultipleDlVelling) とする。 (略)

集合ft:宅を分tfiして二とし、 (仇A)1は立数家依が多少永キ料)'eO

宅を一制組lとして専m刊する(伶主2宅Eであつて、 ~IJち簡易共同作宅館 (Tenemem house 

Flat)共同住宅館 (Apartmemhouse)旅館式共同住宅館 (ApartmemHOlel)独身者共

同住宅館 (Bchelor'sapartmems)画室附共同住宅館 (S!UdioApaetments)二階附共同

住宅館 (Duplexapartmems)小台所附共同住宅館 (Kitchenetteapartmems)等を含

む、 (B) は食事を伴い、又は食事を伴うことなく.人々が宿泊して多少一時的に

居住を目的とし占用するを通則とする住宅であって‘ 而かも各室は単独に占用せら

るるをjffi則とするもの.unち旅館 (Hotel)下宿 (Lodginghouse， Boarding house)家

具附下宿 (Fumishedroom house)其他養育院、病院等を含む、吾が共同住宅館は此

の (A)宮l集合住宅に相当する。 6

5. 1922‘森口多盟、林いと子、 f日本に出来た木迫アパートメント ・ハウスJ I文化的住宅の研究J' 
アルス. P207、208‘209

6. 1922.川元良一、 Ij具合住宅!iiと其の衛生価値J‘ill築雑誌426号、 P1. 2 
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としている.川元にとっては.比較的長期滞在型の簡易共同住宅館 (Tenementhouse 

Flat)、共同住宅館 (Apartmenthouse)、旅館式共同住宅館 (ApartmentHotel) . 11虫身者共同

住宅館 (Bchelor'sapartments)、函室附共同住宅館 (StudioApaetmentsl .二階附共同住宅館

(Duplex apartmems) と、比較的短期滞在型の旅館 (Hotel)下宿 (Lodginghouse， Boarding 

house)家具附下宿 (Furnishedroom house) の二つの頬型が、大きく 「集合住宅 (Multiple

Dwellingl Jの中に、あったのである.これらはいずれも、集合住宅を機能別に穎型化した

ものである。以下、機能別にこれらの定義をみてみると.まず. ，J ~I言l 住宅館と訳されたア

パートメントの定義は、

アパートメントとは大きな建物を区分して数戸7J至数十戸となし各戸が各銀立

の住居を営むことの出来るようにしたものの翻であって左右上下に長屋が組み合っ

た憾なものである.共同の玄関及び階段に依て出入 りするが、~(のヰ1 では各戸がj]IJ

な入口を有して各独立して居る.多くは三層以上で凶庖かうのものには階段の外に

共同の昇降機があるを常とする、中流のアパートメ ントの小なるは三層六戸分よ

り、大なるは(米国にあるように)十二回五十戸分などもあるが然し八戸前後を以

て普通とする.

というふうに述べている。その長所短所は以下のようにまとめられた。

共同住宅館の長所

l 移動生活に使である

2 敷地利用(高層ill築としての価値)

3 経済的能率をt告す

4， j!lj生価値を噌す

5 家庭労働tiE率を.Iflす

共同住宅館の短所

l 従来の共同住宅は非衛生である

2 家庭の独立性(プライパシイ)の欠乏

3 高 Jejill~ としての欠点

4 風紀上恋し

5，家庭生活の真意を忌避せしむ7

このようにアパートメントの利点としては「利便性」と f衛生j上の利点が挙げられてい

たが、その欠点として、アパート暮らしに対する生活文化の対応の滋しさを挙げていた.し

かし.アパートメントの定義は依然として唆昧であり、関東大混災後の、昭和に入っても、

なかなかその定義は統一されていない.こうした中で、同n司会の猿江共同住宅を設計した内

務技師の中村究中村党は.アパートメントとテネメントを以下のように定義している a

アパートメントとテネメントを対照して言う時には.テネメントハウスは労働

者階級の共同住宅を称し、アパートメントハウスは比較的高級なる共同住宅を言

う.英国に於てはアパートメントとフラットは殆ど岡江主主lこmいられて居る。

7. 1922‘川元良一 '!Jl合住宅飽と其の!ai生価値J、辿築雑誌.126号 P3， ，1 
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として、比鮫的高級なものを 「アパートメント」、労働者階級のものを「テネメントハス

ス」と.その階級的位置付けによって呼び方を変えていることが明確にされている。これは

すなわち.悶潤会のアパートメント事業によるものが Iアパートメントハウスjであり、猿

inu町のように不良住宅改良事業によってできた労働者階級向けのものが.テネメントハウ

スの沢認として「共同住宅lという名称が用いられ、アパートメントと区別されていたこと

を介型的に袈付けるものである。しかし実際問題として、同澗会そのものを、猿江辺町共同

IT.宅のことをアパートメントと表現することがしばしばあり、階級的位置付けとしての「ア

パー トメント l及び 「共同住宅!と.建物の形態的な特徴としての 「アパートメントj とい

う名林が同時的に使われていたのだということが分かる。ちなみに、同澗会白身l立、東京市

計[11石場住宅のことを「テネメント ・ハウス」と呼んでおり8‘意味的には不良住宅改良のー

民として建てられた集合住宅として受け止めていたことが分かる，

1，;)じ大正 11年2月には、洪;芋社から flJ!築写真類家 アパートメント・ハウス』が出版

されており、欧米のアパー トメントがたくさん紹介されており、日本で紹介される欧米ア

パー トメントの大部分を網縦していた。欧米のアパートメントの移人に対しての関心を大き

〈広げていったといえる，

このように、アパートそのものの定義が唆l味なまま、欧米アパートメン卜の移入・紹介の

ぷみは継続的に続けられていたのだった.ょうやく戦後になり .アパートはアパートとして

呼ばれるようになるのである。【1'/郷アパー トの設計に携わったとされる岸田日山刀は.戦

後のI~I 和 2 :J年、 『社会Wf: ')I~弘』 の中で、 「アパートメントlを以下のように定筏してい

る g

アメリカで芯アパートメント・ハウスApartmcntHouscといい、イギリスではフ

ラット ・ハウス円iltHouscという。 j.f{Jliでは 「共同11宅j または I集合住宅lのJltが

あてられるが.あまり適切の訳おではなく 、言語のままアパート メント・ハウスと

いうのがよかろう岨

と、かなり苦1)り切った定義をしている。

しかし、このような以米のアパートメントの移入に関する議論が盛んになる一方で実際に

l]，l.止されていた東京の集合住宅;;l:. r理想的な郡市居住空間の鑓供Jというより;立、住宅経

常的な発怨にもとづく、非常に現実的な対応の中で動いていたのであった。

8. 1936、1司潤会、 『アパート居住者生計調査報告;!.'J. PP8 

日 1918‘斎藤道太郎編. qt会科学事典第一巻』‘1'1'.35、平凡社
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3.1.2震災前の実際の民間集合住宅建設

欧米式のアパートメントの移入が擁んに議論される一方で、実際に当時建設されていた民

間のアパートメントは、木造集合住宅であった。これらは明治末期から大正時代を通レて散

発的に建設されていたが、大正 11!f-に東京市社会局から発行された 『共同住宅及びビルデ

ィングに↑則する調査』では、

孜国は此種建物(共同住宅とオフィス用ビルディング=筆者注)の建築に於

て、米国に後るること正に二十年乃至三十年なるも.今やl況に繋1!Jjの時JOIを過ぎて

将来の発達計るべからざるの時速に会せる

として、既に大正 11年ころには日本における共同住宅の袋明JOIぷ過ぎているとしてい

る 、 関東大di災以前に建設された集合住宅のうち、全世よ志や報告主によって~表されていたも

のをまとめると.表 18のようになる。しかしこれは限られた資料に散見されたものをまと

めただけであるので、これ以外にもll¥設されたものがある可能性も残されている。

表 18震災前のアパートメンド

t祢 所代 建設 ・開業年 柿造 階数 戸数

i二型H¥t楽部 下谷区上'llf 明治43年 11 1-130日 木造 5階 63p 

千'h1由1 下谷区入船町 明治43 if- 木造 2階 37P 

一笠ハウス 下谷区池之端 大正4 木造 :3階 28戸

仏'I!i!別t!"[i 飽町区二年目l 大正5年 木造 :3 ill'i 2 "戸

'1'.込芸術供楽部 麹町区備寺田I 大正8年3月 本活 2階 33p 

l'Ji!楓会7ハ.ート』ノト 小石川区南凹 大正 10年3月 木造 :3附 42戸

新宿71¥'-ト』ント 新宿区処町 大正 10年5月 木造 3階 21P 

「寸宮市アl'~百芳7干ア7東京Õ) j~情i 住宅」、 『住宅』大正8年 10月号.住宅改良会

このうち「上野倶楽部Jは.保々な文献によって日本ではじめてのアパー トメントハウス

などと紹介されるのだが、各居室には l軒編の押入が付いており、それを上下に仕切り、下

の部分に流しがあって水道、ガスが通っていて、簡単な炊事ができる設備になっていた。共

同設備としては3力所の玄関、各階2力所ずつの便所・洗面所、 2力所の浴室があった。玄

関には3人の「事務員 lがいて、電話の取次や買い物をしてくれた。また、嘱託医まであ

り、急病の際には 30分以外lに駆けつけてくれるというものであった。住者の 4;i'r)はl!l!身

者、残りの6書r)は有配偶者であり、官吏が大部分を占め、次いで専門学校や中東教員の他、

銀行員や学生も少し入居していたo r共同物は長時間の使用を祭ずJ r原11下を挟んでの立話

に注意せよJ rp')限は午后正 12時限り j といった細々とした共同生活のための規則もあっ

た。また、各室に至るまでは土足となっていた。 10

また.上野似楽部と同年に開業した「千iiiftiiJも F谷区入船町にll¥てられ.中央に 6尺の

中廊下がある平面計画であった。室の大きさは最大で2:11+6位であったa

101919、関口秀行盲 f東京の共同住宅j 、 『住宅』大正8年10月号 住宅改良会
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大正4年に営業を開始した f三笠ハウス」は、もともと映函館であったものを改造して集

合住宅としたもので、 4虫身者一と妻帯者が半々の割合で入居していた.ここでは2力所の炊事

場. 4力所の便所が共同となっており、各室内での調理は禁止されていた。また、各室の玄

関まで土足で上がるようになっていて、経営者の家悠が管理に当っていた。これについて‘

関口は 「経費節減という点から多いによいことであるJとしている。

大正五年に開業した「佐藤別館j も、もともと女優の佐藤1"1来が明治43年に住宅として

iI!築したものを、集合住宅に改造した洋館であった。ここは女性だけが入居できるようにな

っていたo r判円は「婦人ばかりの別天地だそうだJと述べている。

大正 811'に開業した 「牛込芸術倶楽部」ももともとは.芸術座の事務所兼研究所であった

ものを改造したものであった。開業当初は、 33戸のうち恕身者Id:.わずか3戸で、その他

ば家族で入居していた。ここでは炊事場、電話、便所が共用になっていて、玄関脇には女性

の事務員がおめでいて、来客・電話・郵便の取次を行っていた命 (閃 28)

しかしながら 「三性ハウスJ f佐緩別館J f牛込芸術倶楽部j のいずれも、思想的な郎市

民ft空間を迫占えしたiI!物というよりは、アパートメントの流行に采じたアパート経世の結果

'1 まれた代物という!~が強い。

図 28.牛込芸術倶楽部平面11

これらの特徴を見ると.廊下・階段・便所・洗面所・電話・食堂などが共用の施設として

あり、管理人が共用部分の管理や居住者の出入りの駁彼等を管理していたということが大き

な特徴であった.たしかに、こうした特徴は当時の長屋住まいや間借り住まいと比べて、協

段に都市的自由を謡歌できる空間であり、合理的な生活を送れる空間であったのかもしれな

いが、はじめから集合住宅として悠設されていないものを、 「倶楽部j 等と祢して集合住宅

に改装しているものも多く、これらは明かに「アパートメン卜」の流行に便乗した非常に現

1 1. 1~lg. I則口秀行、 「東京の共同住宅J‘ 『住宅』大iE8年 10月号、住宅改良会
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実的な住宅経営としての側面が強い。このように大正時代の後期には、欧米のアパートメン

トを移入しようとしていくつもの紹介や分析がなされたものの、実際に民間で建設されてい

たのは、 「住宅経営」の対象としての木造集合住宅という、欧米のアパートメントの概念を

きわめて緩小化したものであった。こ うした傾向は箆災後さらに加速し、問潤会アパートの

流行に便乗した木造アパートの流行を見ることになるのである。

大正 I0年になると、 「有限責任東京建築信用購買利用組合Jの経営によって、 「新宿ア

パートメントハウス」が綾工している。これは、これまで述べてきた個人経営の集合住宅で

はなく、組合による経営であり、 l 階の共同玄関の右手に受付派事務所があり、その隣に売

l吉、応t皇室.新聞関覧室.待合室と.共用室はそれまでのものと比べて比較的充実していた

が、基本的なr.n取や設備は、それまでのものと大差なかった，

図 29.新宿アパートメントハウス12

また同じ大正 10年には、日本女子大学懐楓会の経蛍による 1慢嵐会アパートメントハウ

スlが渡工している。これは主主身職業婦人のための寄宿舎であり. 占えit人を対象としたもの

ではないが、これも他人経笛ではない点が注目される。また. ?守戸とも lあるいは2室のみ

( の間取となっているが‘室内に作り付けのベッドが備えである点がそれまでの木造集合住宅

と異なっている。さ らに、 I1常には、食堂、集会室.日本室、浴室.化粧室、洗淑場‘女中

部屋などがある。食堂の設備があり .基本的な日常生活は全てアパート内部で賄うことがで

きるという意味では‘理忽的・合理的 ・経済的な集合住宅であったが.その日常的管理を担

う人の部屋が「女中部屋Jとなっている点は、日本女子大学らしからぬところである。慢嵐

会アパートメントハウスに入居ができるのは、卒業生または学校関係者の紹介状を持った駿

業婦人のみとなっていたが.大正 11年現住では f将来は一般婦人のために広〈解敬するの

計画を有するj とされていた。

この「駿業婦人のための集合住宅」の試みは、同潤会によって 「大尿失子アパートJとし

て実を結んでいるが、懐楓会アパートメントが竣工した翌年の大正 I1 年6月号の『新住

宅』には、民間有志による股業婦人のための共同住宅の計画が報じられている。13東京市社

会局経営の下谷腕業紹介所に勤務する河本女史は、もともと I臼修館j というものを建設す

12.1922.東京市社会民、 r共同住宅及ビルディングに関する調:i'i.!

第3.峨前のアパートメントの計画と住環境運営 一108-



f 

る計画であったが、石本恵吉男爵婦人や東京市助役前回多門市婦人らの後径を得て 「婦人自

修館」の建設に着手することになった。建設の動機は 「俸給で苦しい都会生活をしている駿

業婦人同士がお互いに向性問の暖かい心持と親しみとを以て伸びて行こうとするには.何よ

りも先ず安楽な住居の設備が必要jであり、そのために 「経済的な共同生活の出来る家を建

てること，[I，いついた」のであった。建設予算は、 3700円で.共同宿泊所と講演部を設け

る計画であった.詳らかな計画は明らかではなく、実際建設されたかどうかも不明である

が、 fci!潤会が大塚女子アパートを建設する前に、すでに「職業婦人のための集合住宅Jの試

みは災地に砂されつつあったのである。

図 30慢組会アパートメントハウス14

このように.泣災前の民!~Jによる集合住宅建設は明治の末19!から始まっているが、以上に

述べたような集合住宅の他にも、本郷には f菊's土ホテルJや現住も11っている f本郷館J

といった、基本的に東京帝大の学生を中心とした組身男性者向の 「高等下宿Iともいうべき

ものが、本郷台地、上野を中心としてかなり建設されていた。また、同じ本郷には東京市に

よる fi占有l'i:'tJなる男子独身裂が、一つ谷を侠んだ若荷谷(小石111) には同潤会によって清

和烈と対をなす}~で 「大塚』王子アパートメント J が建設されている ，

また、(也の震災前の木造集合住宅の立地を見ると、いずれも減北方面に多いことが分か

る.これは.械北方IlJiに、 「芸術学校J r東京帝大J f師範学校J f陸軍士宮学校J f日本

女子大学J f東洋大学」その他の多くの大学が立地していたことによるものだと推測され

る. (図 31 ) 

131922、 f峨!;姉人の共同住宅J・ 『新住宅』、 pp.16‘洪洋社‘ 大正"年5月

14.1922.点京市社会ι，j. r共同住宅及ヒ'ルディングに|却する調査』

第3章 戦前のアパートメントの計画と住環涜運営 一109-
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一方、都市中流層の衣 ・食・住を含めた生活全体の改善運動. いわゆる 「生活改善運動j

はすでに明治の末期から起こっており、明治 39年には、幸徳秋水・堺利彦らも参加した

「簡易生活会Jができている。この会は従来の封建性を脱し、虚飾に満ちた伝統的生活を改

め、生活の簡便化を主張した。住宅においては、玄関を格式性の象徴であるとして廃止を求

めた。またこの明治末期には『婦人之友』に見られるような生活全般の啓蒙活動も盛んにな

ってきている。

特に住宅に的を絞った生活改善運動は、 「あめりか屋Jの創始者、橋口信助による 「住宅

改良会j が大きな位iltを占めていた。大正 5年に設立された住宅改良会には.佐野和l器、塚

本絹.武田五一、岡田信一郎、前回松鎖、大熊喜子11などを顧問として、月刊誌『住宅』を機

関誌として発行し、住宅改善を隙々なテーマから啓蒙していった。これは 「あめりか屋Jと

l、う住宅の給人・建設会社を母体としたいわば 「実業界Jからの生活改善に対するアプロー

チであり、実際に 「実業j としての文化住宅が多く建設された。

また.大正 9年には文部省の外郭団体として「官」による 「生活改善同盟会jが設立さ

れ、衣食住を主体とした多岐にわたる啓蒙活動を行った。この中に 「住宅改善調査委員会J

が設世(委員長:佐野利総.副委員長 田辺淳吉)され.大正 9年には 『住宅改善の方

古川、笠年には 『住宅之1m日記汝設備の改善』といった報告がなされた。

f(1宅改持の方針』では、

・住宅は持fr次尚一子式に改めること

住宅の間取り設備は(o!<の後客本位を家族本位に改めること

-住宅の綿造設備はl1ii飾は避け衛生及び防災等実用に重きを出くこと

といった方針を発表していたが、大正 10年 I2月号の『新住宅』には r生活改善同

盟会にて決定したる住宅の{::JI{主及設備の改善j として、 一般中流階級の住宅改善策を示し

た。 15

まず、 「本邦では何れを見ても欧米の住宅の係に諸室の職が判然としてlいないとした上

で、住宅内のJo五を、家肢の誰もが勝手に使うことのできる 「共用宝J (出I:n.食事室、客

間)と I専用室J (夜間J.，lf斎、児fll室、老人室、女中室)に区分し.共fIl?i1については.

ぜひ絹子式に改めるようにと呼びかけている。しかし.共用主を楠子式に改めるとそこに常

設の椅子式家具が存在することになり、必然的に寝間の分艇が同l~になってくるが、これは

面積を広げなくても、あるいは少し広げるだけで解決できるとしている。具体的な方策は示

されていないが、居室を共用室と専用室に分けた上で、改i!fの必要筒所を明確に示したこと

は‘これまで単なる呼びかけや海外の事例紹介に終始していた住宅改善運動の新たな展開で

あったと見てよいであろう。

このように生活改善問問会が主として‘ 「官j の立場からの生活改善運動 ・啓袋を展開し

ていったのに対し、大正 11年には「文化人」、北大教綬森本厚吉が中心となって、吉野作

造、有島武郎、星野二郎らによって財団法人「文化普及協会」が結成された。その事業目的

l立、

15.1921‘ 「生活改選同盟会にて決定したる住宅の間取及設備の改善J. r新住宅』、1'1'.12-13.洪洋

社.大正10年12月

M3定 則前のアパートメントの計画と位置E境iI官官 ー111- '" 



-~ヲヶー←一一ー←十一 ~ 

生活問題を研究し其科学的知識の網進を基調として、精神的及物質的に文化の

思恵を民衆に普及することであります。 16

としているが、 「文化アパートメントj建設後の規則の中にある事業目的は、

本会は住宅の改良其の他生活の合理化に必要なる事業を行い且つ之が知識の普

及を図り以て国民生活を向上せしむるを以て目的とす17

としており、衣食住の中でも特に住宅の改良に重きを白いた活動を行っていた組織である

ことが分かる。以下、同潤会自身が 「我が園長支初の本絡的なアパートメント・ハウスと云う

べきであろう J18と述べている 「文化アパートメントJの成立の経緯について若干記述する

ことにする。

ifJ災直前の大正 12年、明治天皇の母の出身である中山家の家長で.上院議員

であった侯爵中山輔新は青山御所前にある 2. 500上手の宅地を一般に開放(分

決)して滋合の近衛町へ引っ起す計画であったが.皇族縁りの土地であるというこ

とで.その宅地を三分し、本殿の建つ真ん中の敷地は永久保存して侯爵の住居と

し、その三分のーづつの敷地を一般に開放することになったω

この:lJ1<111の土地‘ 1 70呼を森本厚吉が't(い受け、田子一氏内務省社会局第二部長などの

IJF!ITiりで大旅行の低f1m金 50万円を借りて、 「文化研究会Jの事業として、アパートメン

トをJ.s設することになった。設計は、当時南葵文庫の設計で既にイT名になっていたポーリス

であったが、大正 12年 11月に綾工し、 1 2月から入居予定であった。これに関して.

rVr住宅』大正 12 !jo4月号では、 I理智、的アパートメントw現せんJとして以下のように

報じている。19

此アパートメントは日本では忌初の試みのもので鉄筋コンクリート 4階建で夫

のJ.slf六百八卜坪地下室をつけてそこでは家庭の主制学といったものを教綬する筈

であり、ここに住む人々は一つの文化村を形作るのであるが、その主婦学の主任に

は森本氏夫人が当るそうで.料理!などが主要のものである、それから食堂洗il~場な

ども共同にし、完全を)91することになってい、室料は 301'1から 200円までで夫

州に子供が四五人という家庭に適するようにし中産階級の俸給生活者に貸すことに

してある. (中略)この四階建が青山御所を見下ろせるとあって宮内省側で大分反

対したと聞くがそれも諒解を得た。

しかし実際には‘準備途中で関東大震災が起こり、政府低利融資そのものも 「低利資金は

中流以下のものに対して用いるので、文化アパートメントは少し上等過ぎるJ20という意見

も出てきたが.森本の説得でようやく大正 13年5月、すなわち同世j会の設立された月に、

16.1926、謀本1'，1吉、 『アパートメント』、文化普及協会 (1987‘筒tI?編、 『近代庶民生活誌第六巻』 三
ー沼?房、所収)

17.1926、森本1¥1吉. rアパートメント』 、文化普及協会 (1987.樹博編、 r近代庶民生活誌第六巻』 三
-2}房、所収)

18.1936、同潤会. rアパート居住者生計調査報告:川、 PP9

19.1922、 「理怨的アパートメント出現せんj 、 『新住宅J. PI'.16、洪洋社、大正12年4月

まず30万円の低利資金が東京府経由で行われたのであった.しかし、当初予定されていた

青山の敷地は、本郷に移ったのである。

こうして 「我が国最初の本格的アパートメント ・ハウスJが誕生したのだが.森本は.

f顧られざる中流階級」として、

プロレタリヤ即ち無産階級は自然更に二つに分れて、 一つは其の中での上の階

級で、他は下の階級であります。上の階級の主体は知識階級なのである。放に中間

階級の不仮文は滅亡ということは、取も直さず下回階級が指導者を失うことであ

る。

だからこの箔導階級を軽視して、全ての財力を下府階級ばかりに費やそうとい

う現在の社会政策に大いなる欠陥があると思うのであります。21

として‘都市下回の人々を事業の中心的な対象としていた社会政策を批判lし、中琉知識階

級が下層階級の街導者たるための社会政策でなければならないとしている。

この文化アパートは、設立されたばかりの内務省社会応のfl]r一民の助力によって、 「政

府低利融資Jという形で.資金を得ていたので、 一種の 「公共住宅Jといえるが、森本のい

う 「指導的中流府Jよりは絡段に所得の高い「上流防j や外国人が入Jr';してしまったため、

文化アパートは、単なる記念碑的な存住として位置付けられるようになった。

また、こうした 「生活改善運動」の-!)ilとしての住宅改;9の沼袋・ x践以外に、佐野利6li

は、その若『住宅論』のなかで、戸建住宅、長屋建て住宅、アパートメントなどの計画案を

1:1~している。 特にアパートメントの計画については、 Ilm'n内繁信な地区に於ける住宅は

所住アパートメントとしなければならぬj とし r都市の繁栄に基いてい起こる都市住宅の

不便.不衛生、不愉快、不経済の解決の途は、大体に於て、ーは，Ii外に於ける悶凶都市と、

他は市内に於けるアパートメントの二つより他ないJ22としている。そして1:43 2のような

3階または4階J.sてのアパートメントを提案している.RC造のアパートメントを想定してお

り、 l階段室に対し、各階2戸ずつ嫁する形式で、共用の玄関では靴を脱く形式になってい

る。RC造であるにもかかわらず、共用部分の廊下や階段は板敷となっており .わざわざ靴を

脱がなければならないのだ。この履き代えに関して佐野は 「下駄のままで階に11り各戸に入

ることは建物を甚だしく不潔ならしむるから、第一階で処埋することにせねばらなぬJとし

ている。各戸は観音聞きの扉を入ってすぐに便所と台所があり、他に3宝の居室がある、

I図の字型プランJとなっており、これは佐野利器が自宅でも試みている形式である.これ

について歴史学者の関野克は次のように述べている.

大正十一年の平和博覧会には建築学会の鑓唱により.文化住宅の各師:fRが試み

られ観覧に供され位人の注目を引いた.このとき佐野平11:1苦情士の建築された博士邸

は慈しややもすると皮定的であった文化住宅に対し合思!主義の立場から日本住宅の

20.1925、森本原吉、 「社会経済から見た中流アパートメント ・ハウスl、 I'is築*よね大正 14年8月
号、 PP.9、建築学会

21.1925、議本j平吉、 「社会経済から見た中流アパートメント・ハウス」、 1'lJ!築維よね大正 14年8月
号.PP.3.建築学会

22.1925、佐野利誌、 l住宅論』、 PP.133--1、文化生活研究会
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新しい方向を自らの住宅に於て示されたのであった。先づ平面の簡易化を計り鉄筋

コンクリート造にして耐震耐火ならしめ、回の字型の日本農家住宅に見られる基本

平面を探用して夏の通風に注意し、而もその中に簡易温水緩房装置を施し冬の能率

を考え‘或iま床はコルク敷薄端覆いとし、椅子卓子の使用を計ると同時に座臥にも

適せしめる等幾多の新機軸を出され、将来日本の新住宅に範を垂れたのを忘れては

ない。文博士はその著 「住宅論Jに於て自説を鼓吹された。 23

このような回の字型プランにもとついて、幅一間の廊下によって各室ともに独立性を保っ

ているが、続きH¥"lであることには変わりない。この幅-r.nの廊下についてはやや広すぎる感

じがあるが、佐野はこれを欧米の 「ホール型j の間取を偵したものとして考えていたのであ

ろうか.いずれにせよ、佐野のこの平面計画は、俊能的にはシンプルで諮っているが、空間

ウ'寸リュームのデザインとしてはややセンスのないものとなっていることは否めない。 -

)j.設備については使所は水洗式とし、台所には水道 ・ガス設備を備えることを 「勿論j と

している。そして段上は陸屋慢としてこれを f屋上庭闘」にしている。しかし、共用の玄関

で靴を脱がなければならないことを考えると、この屋上)廷闘の計画はやや矛盾しているとい

わざるを仰ない。また、建物のillには共同の!丘陵lを設ける計画であるa

23.1942. I田野克‘ r 日本住宅小史』、相1慎2~房、 P 137、138

第 3章 戦前のアパートメントの計画と住環筑運営 一114-

図 32.佐野利器によるアパートメン 卜

官寺・f三縛L今包一匹I~.Yμ - J(7守主唱~Iト耳目千三十i'

五--1m.

必以五;

急&旦.

F~ T 

勾II1t三件.(_~‘ E一向トシメトバア核~"、働大十分

ニ~ !!.P1 

ここで佐野の試みたものは、 2住戸をl単位とする集合住宅であったが.各室の平面計画

については、記述のとおり機能的には優れているが、デザイン的には決して優れたものでは

なかった。と同時に.共用空Ilflの計画も.靴の履き替に象徴されるように.計画的には破綻

していたといってよい。しかし、田の字型プランを基本とする. 3居室術成の平面計画は.

同潤会アパートの各室平岡計闘の基本型ともいえる要素を十分に有しており.なおかつ、水

洗便所 ・ガス・水道を当然導入するべきとする主猿を考えると、同潤会制IJjJ}Jの埋事であった

佐野が、同潤会アパートの平面計画に、少なからず影響を与えていたと読み取れるのであ

る。

第 3章 戦前のアパートメントの計画と住環横運営 -115- ， 
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図 33昭和 9年までのアパート建設戸数
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まさに昭和 8. 9年からアパートブームとなったのである。また、そこ にLi:む居住者の駿

1':は以 Fのとおりであった。

図 34戦前アパー トメン ト居住者の聡業
ImllC)fl' 

圃1:.1)住

回 公務自由来

ロ その他イi:;:;占

白 ，睡眠

図 小学'1

国 文学当

回 京市[史月1人

. て業

国 柄1;

図 交jJJj
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0% 

Imllll 年5月ぷ

9F1A.: 

国 学生、生徒‘研究生

四 幼児
日%

ロ 不明

このように、居住者の躍を業は、無聡者が35%と最も多く‘次に 「その他{.T強者」が 28

%.学生が 14%の舶に多かった。

前述の如く.浪災前の木造集合住宅の「佐藤別館J r牛込芸術倶楽部J r三笠ハウス」は

いずれも始めから集合住宅として建設されたわけではなく、それぞれ‘邸宅、事務所、映画

昭和 9年までのアパートの建設数の変化をみてみると.以下のようなグラフを得る 30

21.1936、問問会、 『アパート居住者生計調査報告2旬、 PP9

25.1936.東京府学務部社会謀、 『アパートメント・ ハウスに臥lする淵i'tJ、PP3

26.1937、内藤一郎、 『アパートメント ライフ』、1'1'.13.住宅t:¥1組研究社

27.1937、内腿一自I1‘ 『アパートメント・ライフ』、 PP.I-l、住宅11¥1題研究社

28.1912、清水栄二、 『アパートと集合住宅の写真設計図学J. PP.I58. 日本屯控除式会社

d 

『アパートメント ハウスに関する剥1tJ. PP51-52 

文化アパートや同制会アパートが、震災後の焼け野原に出現しはじめ、アパートはー債の

流行になった。問澗会自身、以下のようなことを述べている。

本会のアパートメン卜・ハウス建設は凡ゆる意味に於て時宜に適合したため

に、貸屈を求むる一般人士より非常なる歓迎を受くると共に企業としての一般ア

I~ニ上旦立盆.t:frを刺激し、普通貸屋を建設せんとする者は之をアパートに代え、既

存の下宿は之をアパートに模係替するものさえ生ずる情勢を生じ、五五にアパートが

ー般大衆的のものとなるーエポックを画するに至ったのである。24

これを数(tii的にみてみると

l可作日8il' RC: 1 ;) 8陳 木造 :756棟合計 91 4陳

RC造のうち.lrrJ日里会アパートが8.5 ~..I!.下数以ヒを占めていた

合計 1 4 0 0 jW15 

合計 1 9 G 6 jW16 

合計・ 20I 3棟27

ImUI!i年合，ir: :3 8 2 8 jW2S 

という (111びであった。昭和 11年先行の『アパートメ ント・ ハウスに関する調査』によれ

ば.このアパートの流行について f附和 8、9年は正に氾j慾時代jであるとして.その流行

の1);(1羽について、

アパート ・イ ンフレ時代とも云う現今、何故かかる隊式建物が続出し始めたか

を礼るに.

一.近代都市の急激な発達に伴う人口の郎市集中並に上地価i協の騰it

一、社会 'J~怖の変遷に伴う簡易且文化的生活に対する要求

一、目l市生活者の大部分は永住よりも家具1与を選ぶ傾向あること

一、資本集中の結果、大建築の建設容易なること19

を挙げている.

一117ー第 3章 戦前のアパートメン トの計画と住環境運営

30.1936、東京府学的部社会謀、
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表 19震災後の東京市内アパートメントの沿革.

せると、戦後の共同住宅の流行は必ずしも同潤会がいうように fアパートメント」の流行だ

けによるものではなく.大きなパックグラウンドとして住宅灘があったといえる。つまり、

そうした住宅難による建物の集合住宅への用途転用が、 「アパートメントの流行Jによって

加速されたとみるべきではないだろうか。

昭和 17年には.旅誌『朗』に以下のような記事が絞るまでになった。

:Ji変前までは.アパートと言えば、如何わしい友性併や一家をなさぬ自由賎業

陣の巣の如lく思われ主として風紀問題が喧しく云為せられたのであるが、現今で

は.共同住宅が時代の凶民精神に逆行する個人主説的思坦!のit;A床になりはせぬかと

云う点が屡々話題に上り又私かに懸念せられているのである。これは管理の問題と

も関連するが.今の係に鍵一つで若い者が勝手に家を明けられるような生活級式は

従来のFi8や或は寄宿舎にも見出されなかったことである。i詰泣は隣組制度が出来

て余w保子も変わったと，1.Eうが、筆者一が嘗て共同Ii:宅生活の経験荷から聞いた話

に、アパートでは. ~~一つ隔てた隣室の者と阪をあわせても.後lá'iするでもなく又

お互に身分や姓名さえ知らぬ者が多いそうである。然し極端な例人主義になって紛

除をするにしても、自分の宅の前だけで、その口市，!.~t1i悠I主も、共同住宅のなl二、

およそ応わしからぬ非共同的なものになると云うことだ 32

こうしたアパート氾続時代の中、[凶和 10年に 「東京アパート組合lという組織ができ

た，1"1組合の同W:Jは I純子守Llの(アパートの)経営を合型化し利佳を擁渡しi1'絡及統制lを企

てる lことでありーその役Llf，を見ると‘問問会の設立吋初n会川長，-.;であった長岡11隆一

日11 、 fill it'll会専務担~事の包沢小五nlL 問料会住宅課長の細木裕校、など、かなり問問会に近い

スタッフが名をi1'ねており、東京アパート組合が半官半民的組織であったことが伺えるa こ

の組合『立、アパートの1"1と発肢を企雨するための紋eiの)j法を研究して.制作品に報告する

とか.あるいはまたアパートの建築改善経営などに関して資令を充実をl刈るために金融機関

をiirr.没して、組合LHIILfの総務jJを強化するような働きをしていた。また.村1~車部を設白し

て経営、建築、投I汁の相談に応じたり.機関誌を発行したりしていた。 この相談開:が同法l会

の事業の一つであった l 住宅 MJ ，l員 ιJï :ll J ときわめて深い関係にあったことは忽像に~it くな

舘の転用によるものであった。22災後のアパートも必ずしも始めからアパートとレて建設さ

れたものではなかった. (表 19) 

建設当時 数

始めよりアパートメント 850 

普通住宅 1 02 

下宿旅館 2 7 

工場 2 3 

マーケット 11 

庇舗 10 

糾理応 8 

合成 7 

似楽部 U 

学校
" 

貸事務所 4 

計宿舎

材木前き足j 守1

デパト 2 

'1';苫A 2 

診僚所 2 

活動写真郎 2 

iffi~昆 2 

社宅 フ

劇場 2 

会館 1 

自動車車庫

洗濯屋 l 

?判官

ダンスホール

:{f'豊婦会

幼稚閲 i 

格古上品

仕事場

不明 23 

3
 

3
 

0
 、L 

*. 1百36.東京府学務部社会謀、 『アパートメノ

ト・ハウスに関する調査』、PP.48

こうした中、昭和 10年には、 「宿屋営業取締規則」の適JHをすでに受けていた旅館 ・下

宿業者がアパートの隆策に悲鳴をあげ、 「アパー トには旅館・ 下旬と阿様の営業上の取締を

しろj として、旅館下宿業組合が東京に全国大会を開き.内務省や東京市f.笠IJ，!庁に陳述し

たほどであった。 34 こうした有象無象のアパート騒ぎの結果.来;;~市においては、昭和 8 年

6月、笠視庁令第 21号による「アパー ト建築取締規則Jができた.

また.II({和 11千lo9 J~ 1 1日iこは、内務省令第 3 1号をもって、 「特殊jl築物規lliJJが、

市街地建築物法第 1"条の 「主務大臣は学校、集会場、劇場‘旅館.L#，}、合j布、病院、市

普通住宅昼下宿屋・旅館がアパートメン卜に衣替えすることは納得できるが、学校.デ

パート‘寄席、自動車事j沿さらには遊廓までもがアパートメントに衣答えしていたとあっ

ては. rアパー トイ ンフレj という言葉も自然と出てくるに逃いない。しかし、震災前の大

正11年においても住宅不足のために 「猶近年住宅払底の結果、住宅以外の各団建物例えば

寺院、病院跡等を-11手共同住宅として利用せるもの各所に散在J31していたことを考えあわ 32.1942、小林隆徳. r共同住宅の再検，iiJ. r朗』、悩和17年9fJr;.、 U本屯ill昧式会f:l:tt¥版郎、 P15 

33.1937.内藤一郎、 『アパートメント ・ライフ』、 PP.9.住宅問題研究社

34.1937、内閣-QJI. 1'7パートメント ・ライフ』、 PP.9.住宅問題研究社
31 1923. lR京市社会問、 『共同住宅及ビルディングに附する調査』

第3章 戦前のアパートメントの計画と住環境運営 一118-
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場、居場.火務場其他命令を以て指定する特殊建築物の位置、4荷造.設備又は敷地に関し、

必'l'.tなる綴定を設くることを得Jの規定に基き、公布されている。同法によると.適用され

るアパー トは 「住戸または住室の床面積の合計 150平米以上の共同住宅」であった。ここ

に始めて公によって 「アパートと，ま何そeやj という疑問にある緯度の回答が得られたことに

なったのであるa 同法では、避難階段.非常口、防火的区画ある建物、消化其他u;設備など

の規制が依り込まれた。

符視庁令のアパート建築焼則;;J:.この特殊建築物規則にほ触しない限り有効とされていた

が、改正の必2tに迫られ、これを 「共同住宅lJl築規則Jとしてl削和!6年2月6日.野視庁

令第4刀をもって公布、即日胞行となった。

以!このように、後災後特に昭利 7、8年以降はアパートと祢する木造終業住宅が急速に建

設され始め、本米のアパートメントハウスの目的とする郎市中流町のための文化的 ・経済

的 ・平IJ~史的なX1írlï生活を尚喫するような居住空H円、という埋屯!は失わn. それまでの長尾住

宅をIjlにM送させたものが大虫に出現してしまったのであるーこれに対して.アパートメン

トの右舗である向il司会スタッフを中心として 「東京アパート組合Jが限必的なアパー トメ ン

ト純計の桁将に乗り出し、また公には昭和 10年「アパート建築取締脱WJJ、Imll!!年

I 特殊lJl築物線HlJ ! 、 I~何II! G 4'， r共同住宅建築規則Jといった法規が次々と、後js的にm
なされていった。こうした法規の成立は単に、1日程するアパートメシトを建築的に安全なも

のにしようとする，E闘と同時に.1白昼 ・旅館業者による突きJげも大きな背;止と してあった

ことも4('):iな点である。

しかし.点、ドIf戦争に突入した日本ではこうした規則を適附するような集合住宅をつくる

余俗もなくなっていったのであるa

3.1.4日本における一団地の住宅経営・田園都市

次に.アパートメントとならんで問活l会の住宅経営に大きな影響を与えたと思われる「悶

悶郡市J!p';f!!の日本への移入についてみてみることにする。

ハワー ドが fTOMORROW 明日 真の改革にいたる平和なitUを著したのが1898(明治

3 ， )年、これにわずかな改訂を加えて『明日の田岡郡市』を出版したのが1902(明治

:3 5)年のことであった，そして忌初の田園都市といわれるレァチワースのlJl設が始まった

のが 1904年. 二砕円のウエルウィンの建設が始まったのが 1920年のことであった。

日本では、ハワードの『明日の田岡都市』が出版されてわずか5年後の明治40年に、1"'，

務ず?地方局有志によって nu悶m市』が発行されたが、これはハワードの符の翻訳ではな

く、 「広く欧米市邑の事業ーを示さんことを舟|し、 i卿か泰西識者の所論を渉猟して、広く諸般

の材料をも集めJ35て出版されたものである@そこには rr回闘郎市』、 f iE倒1!'1HJの名

lま絶えて主主邦に聞かざりし所なり」とあるように、当時は回関郎iiiという概念芯ほとんど浸

透していなかったが.大正時代の特に後期においては一般的に深い関心が註がれていた.東

京近郊では、大正 7年にできた 「田園都市会社j によるいわゆる 「田園調布(大正 12年8

月)Jに見られるように、私鉄沿線の郊外住宅開発という形で普及しつつあった。

建築界の中では.後に同潤会の設計部を仕切った内田祥三が[日関郎市の計画を打ち上げて

いる。内田祥三は、 r大郎市に於ける住宅の補給策』として.~虫自に捌査立案した団関都市

計画を.大正! ! 年 6 月号の 『建築制{~ねに発表している。 36

図 35.内田祥三による田園観市計画案

¥ 

この案は.ttcJ3000戸からなる回開郡市で.新宿の奥笹塚jiluiという設定であった。内

HIはこのほかに 、 千点池付近、 目白台、奥練馬などを rJ!~怨的の候柿地 l としてあげてい

る。この住宅地はl有斜而にあり、中央に電車を通すことを考えており .大住宅(延べ60

t判、中住宅(延べ40坪)、小住宅(延べ 25!平)の 31mの住宅と.I情的(延べ 301干)

から成り立つというものであった。この計画を実際運営していく組織として内印は 「悠築会

社Jをだ.l:.tしており、lJl築会社では、 土地の貨収. r.下水道・公闘の笠悩.道路・司i車軌道

の敷設、宅地造成といった土木郎市計画事業の他に. 2ヵ所の小学校、糾院、ユヵ所の市

場、警察署、消防署.会社事務所を.建築会社の経営資金によって建てるという計画であっ

た。また、電話局・郵便局を造成した敷地を寄付することによって建てさせ、中学校 ・女学

校・百貨広 ・浴場 ・斎場・公会堂なども造成した敷地を無料または低廉な地代で貸すことに

よって公共団体その他に建築・経営させることを目論んでいた。戸、'llIIは建築会社法の不成立

について 「吾々の頗る遺憾とする次第j であると憤慨しており、この従来はこの償慨を一つ

のパネとして総忽されたものであることが推測できる。

35.19日7 内務省地方局有志、 rrn闘郎市』‘ 1'1'6、博文館

36.1922、内田祥三、 「大都市に於ける住宅の補給策J、 『建築w誌』大正 1141' (j月. 円~223 ~包よ ill
築学会
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また、建設する家屋は全て分譲するとしている.これは、2年前の大正9年に f東京府住

宅tb!会j によって供給された分譲住宅が好評を博していたことに大きな刺激を受けたもので

あった。

しかし、この計画は、田園都市といっても本場イギリスのように自給自足の都市ではな

く、単なるベッドタウンとしての都市計画であったことに留意しなければならない。団関都

市の受け止め方としては、内聞のようにベッドタウンとして位位付けることが日本において

は一般的であったが、 tj災後の大正 13年 12月.社会局発行の 「住宅問題資料第一輯J

で、池l1J宏ぽ「事業中心地が現在の都市の中心地より相当の距離があったり或は都市の中心

地が移るような傾向のある場所に於ては.其現在の郡市を措置れてーの白給自足的の、団関町l

oIiの剖lきものを設けること I37郡市.田園都市を 「自給自足的なものj と促えていたこと

{止適切な解釈であるといえよう ，

では、このJ川町家の反響ほどうだったのだろうか。内田のこの計両は大正 II年 7月26

LIの f叩JR新聞Jに 「点京の郊外に.内田博士が焔き出した回関郎市 二千万円を投げ出し

て印J，没の名容を鉛うU張がないj として内田の団関節市計凶iを報じている。

内務干I/lI;rliJr阿東京地方委員の一人である帝大教授内IH祥三↑(Ij土は 「よし机上

の空論か尖際行はるべき可能ある説かJ具体系を示してやろうと大正八年の秋から

と、い立って三年の日子をf.'(し五百万坪の仮怨的の七地を綬処として経費二千万円さ

えあれば立派に建設し得る仮怨的回国邸市の設J十を巡り上げ一般に実際の 'I~Iこは物

~な学将の性質に似ず一家具の現在価絡まで自ら阿J~fに赴いて取り調べ、 一点空想

的な部分の見出せぬ主主を発表した、氏の意見は住居問題は数の問題でなく質の問題

であること*京に於ける家賃の勝負は家主の暴利を食ることも一因だが、他に家賃

の停滞を‘F気でやるJ止、い!苫子があり、又差配のitiJJJrtl，その主配料金が家賃に付加さ

れることを挙げ.これを防ぐには市の郊外に一団地の住宅経営即ち悶悶郡市を建設

するのが-lil'いい}j法だというにある(中略)

ti'i仁は此突が必ず実行し得べ吉信念を持って作製後二三の7.:r裂に勧めて回附郡

oIiを技団に初めて建設するの名誉を但うよう削Jしたが皆住居問題に冷淡で取合わ [ 

ぬそうだが.大阪の淘JiJJ土地株式会社だけが博士の案の一部をli用して西区築港地

部に三百戸の労働者向き住宅を建設し始め小笠原技師主としてその指仰に当り既に

建築留守のものには府の高等官等が喜んで住んで居るそうだ38

このように.内田の回闘郎市計画は、経済界からあまり顧みられることもなかった.しか

し、この団関郡市計画は、 zf年の同潤会による、東京郊外にil¥，殺された木造住宅団地と、代

官山アパートメントに引き継がれていったと思われる。これについては.第五章で触れるこ

とにする.

37.1924、内務省社会局第二部‘ I 住宅問題資料第一紹 都市住宅Itlll'.!'iJ、PP.-l-I

38大正 11年7月26目、 r朝日新聞』

3.2 同潤会アパートメントの設計

ここでは同潤会によるアパートメントの設計に関わる項目を、いくつかの視点から詳細に

検討しつつ、同潤会のアパー トメン卜の設計の特徴やオリジナリティーはどこにあったのか

をみてみたい。

3.2.1同潤会アパートメントの設計

!日l間会のアパートメント事業には、資金的な背反を考えると次の 31ili1こ分けることができ

る。

l 一般会計によるもの

2 政府低flJn1>.によるもの

1 不良住宅改良事業によるもの

lについては、 「昭和 5年度に於ける渋谷の噌築及び東町の EτJi完成を品後に予定計画の

)，胞を終了したJ39として、初期の一連のアパートメン卜建設が行われたq この中でやや特

殊なのは虎ノ門であった012;沢小五日11は、 「あれは事務所の上を利11/したので、いつでも事

務主に改造できるように独身アパートにした。J40と述べている。

2については、 「長問J1I!事長の主唱に依り、昭和四年度に於て政府の低利資金を借受けll!

身失性専用のアパートメント」川、つまり大塚女子アパートメ ントと l点'IEの叩主たるべき

日本の小流階級の住居として、fEi持的なるアパートメン卜J.つまり江戸川アパートメント

が建設された。

3は先述のように、まず不良住宅地区改良法成立の条件として、問澗会が、 lbt江迎町の不

良住宅地区改良事業をモデルケースとして但当し、同法成立後すぐに横浜市の南太田町で、

木造住宅による改良に若手している.その後日暮里地区をRC造で改良する予定だったが結局

木造住宅の建設に終っている。

同潤会の設計を統括していたのが東京帝大教授であった内田符三であったことは有名であ

る。関東大震災によって内務省の庁舎が焼け落ち、仮住まいをしていた社会応の外郭団体は

39.1942、宮沢小五郎編、 rf1iJ間会十八年史J. PP.70 

40.1955. r座談会 営団を阻!ぴ公団に望むJ r住宅9月号』‘日本位宅協会

41.1942.宮沢小五郎編 r同潤会十八年史』、 PP.70
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f社会局同潤会Jとも呼ばれていたが.実際の初期の住宅の設計は東京帝大の建築学科で行

われていたo r内日1祥三先生作品集』には以下のようなくだりがある。

(背山アパートは=筆者注)同潤会建築部建築課の設計で、当時の建築部長は

川元良一氏。 三菱地所部にあって丸ビルを担当しておられたが、内田先生の勧めで

同潤会に入られた方である。 (大正13年8月建築部長、昭和3年3月退駿)

(It略)

戸、Jf干l先生は乞われてこの会の理事 ・建築部長に就任されたが、大学の復興の大

任があったので早い時期に適当な人を.という条向付きであった。

~J思品、黒崎英雄、桁植芳男ら、いってみれば大学の内田スクールの若手が

多数川元氏のもとに応燈に馳せ参じ、内l百教室の出鋸所が向i問会の中にできた感が

あったと、川元良一氏も当時を回想して私に話された。岸凹日出刀1卓士も大学の内

IH先生の郎屈で、段初の鉄筋コンクリートアパート本所1")島中之郷の設計をやられ

たという。

j_s築附)j五の川Ji:Uーは.同澗会建築部長をl昭和 3年3月に退縦した後.設計事務所を聞

き、 HiljJ会虎ノ1")アパート、軍人会館(1昭和六年)の実胞投al、凶村田r11 p[館のg没J十に撚わ

っていた。.12村松悌次郎は、 rl-l本建築家山脈』の'1'で、

iiii没 rmの人材としては五午後輩の鷲m品をはじめ、県的~jjt (川え退任後のj_s

築波長) ・妬植う苦労 (l巨大路設部長) ・土岐達人(浴風会関係・現鹿島建設設計部

長)ら東大大正卜四年卒の、いわば内田符三スクールの行手たちも参加し.内田教

当の出仮j前の感がある。事災、最初のアパートのrlJ之郷の‘没E汁i:i，大学の内田の教

室で岸1I1B lil刀が姐当したという。 43

と述べている。

-)j， 内務省技術であり 、li.i)il司会の嘱託でもあった中村党中村党{手、猿江共同住宅の設計

を打l当した。猿r工の設計には、加護谷祐太郎(明治三十七年点大卒、東大寺大仏殿修理主任

技師などを終て、大正卜一年東京市建築謀長、十四苛活字峨、独占して設計事務所を1mく)も

参加lしていた44

また‘実際のj_s，設現場では、宮沢小五郎自身が、熱心に現場を見て回り、陣頭信仰を行っ

ていたことが、戦後の座談会における中島|噂(住宅営団、昭和 19年から疎開部妓師)の次

の発ぎから読み取れる.

宮沢さんは、 難しい現場をことに熱を入れられて.労務者から現場侵り全部集

めて、詳細に一人一人に当たって、それでは資材は全部やっておいたぞ、資金をそ

こに廻せと指導指持をやられたわけです。それだけの熱意がないと遂行できないと

!Hいます、それで今の公営住宅の役所を見ていると、それだけの陣頭指仰をしてい

る部長はいないのですね、 . . . 4S 

42.1965、村松悌次郎、 『日本ill築家山脈』、鹿島出版会

431965、村佳悌次郎、 『日本建築家山脈』、腹白白出版会

刊 1965、村松悌次~II ， r日本建築家山脈J'鹿島出版会

さて、実際の設計に燐わっていた服部八十利(青山の設計に換わり、代官山と江戸川の現

場を担当)に対する:l'!J(なインタビュー46によると、アパートの設計に関しては fよく外国

の雑誌をたくさん取りよせて勉強したんだよ。で、それを.日本人向に直したんだから大変

だった。日本人向けだとベッドはまだまだだったし、それに暗い部屋が多く、風通しが悪く

て日本人の生活にはあっていなかったから、それを直すのにとても気を使った・・・。 j

と、やはり外国の維誌を勉強しつつ行われていたことが分かる。また、服部は.家族向けの

アパートメント供給の住り方について以下のようにも述べている。

(家族用の部屋がどれだけの期間住まわれるように与えていたのかという質問

に対して=筆者注)ああ、あまり考えていなかったけど、 ・・・子供ができたら出

ていく位に考えていたよ。大体、 2室から 3室。

また、アパートの階数に関して川元は、

昇降後設備なき時Jま三階若しくは四階を以て限度とし、日下のlfが国の状態で

はこの程度のもので止まるべきであるまいか。 (郎)

数階を一時に登る事は老人小人等に対しては殊に過労である、間際以上の時

は壮者にとっても可なりの労力となる。界隊機設備あれば便利であるけれども之等

采用に慣れざる否が固に於ては、困難な点が多い。17

とi&べ、エレベーターの設自がない限り 3階から4階を限度とし、これほそのままアパー

トの設t汁iiliりとなっている。-)j中村党中村m立、

又吾国の建築条例の定むる所に従い居室町般の 卜分ーを以て採光面的とする時

は.外壁十二分五を以て窓rlJとする 奥行十八尺の'1 1;主は ~I:';i さ閃尺三寸を要し、

床階高さ約九尺となる、 一般に共同住宅館各階高さ;ま九}{!i主|尺を以て~当とす

る。48

とし、採光而般の関係からその階高を 9尺から 10尺を適当としている。実際に.例えば

i11山や代宮山で設計されたものは、 l、2階が8. ;:;尺、 3階が 9. ~尺となっていて、若

FL'j!怨よりは低い自立となっている。このし 2階と 3階の際高のi畠いi式後に述べるよう

に、 3階部分にのみ木による吊天井を設けているためである。

では、同潤会ではこれらのアパートメントの耐周年数をどれくらいに与えていたのだろう

か.川元良一は、

耐火、耐i:'.ltll造は同時に耐久綿造であって忌新式耐火術造は 66年乃至 100

年と称えられる。 49

45.1955. r座談会 営団を偲ぴ公団に'iJ.むJ r住宅9月号』、日本住宅協会

46.1978、三宅溶子、野口利子、高畑都子‘ 『集合住宅における住みつきーiT山・代官山アパー トにおけ
る住い方調査 』、 円高67.7，)，、日本女子大学卒業論文

47.1922、川元良一‘ 「集合住宅飴と其の衛生価値J，建築総誌426号、 P4

481922.川元良一. r集合住宅館とJtの衛生価fi1iJ.建築雑誌426乃‘ PI9

49.1922，川元良一、 「集合住宅館とJtの衛生価値J，建築雑誌426号
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と.構造体そのものの寿命はかなり長く設定していたが、昭和 7年の中村寛中村Jrの「ア

パート住まいの使否j では、

アパートを仮に鉄筋なり鉄骨なりで造りますと云うと、その建物の寿命は 50

年なり、 60年なりあるいはもっとなるかもしれませぬが、社会が進歩しても猶社

会的使用価値を持つ、詰まりアパートメントとして役立つというのは約 30年位で

あろうと思います。 50

と述べている。これは木造のアパー トが一般的に流行しはじめたときのもので、 一般的に

アパートの減価償却期間がどれほどのものかを述べるくだりの一文である。それにしても.

同制会アパートの設計に機わった人物が.RC造アパートの社会的耐周年限を 30年としてい

たことは、特浴されてよい.

3.2.2同潤会アパートの立地

さて、同澗会ではアパー トメント建設に際し、 「下回Tの工場地，~1I、商業地併或は山手の住

吉地'ili咋には、各J;而に的等なる分布計画を立てJ51ていた。同il司会ではIYJf<<iに l山手の住

宅lと 下回Iの住宅」を分けていたことほ切らかであった。これに/)lJして、中村克は各ア

パートの立地特性を次のように見ていた。

/iiJn司会に於ては東京市に 12力所、償浜方面に於て2ヵ所を経営しているJ:t

の内には II，~山、渋谷の如き住宅街の中心に位するもの 、 ヒ里f:t~谷等小!古語fIが比較的

多数を内むる区域にあるもの.又は柳島中ノ郷ttr砂田riffiりの如き工場地域にあるも

の、等比較的共の位訟の条件の異なれる地域に建設せられて居て、此等各アパート

に就いてよtの人的要素を知ることは、アパートメント経営ヒ極めて大切なる資料で

ある。 52

また、中村はアパートの立地条件について以下のようにも述べている。

(アパートメント敷地の)条件としては

(1)都心地に成るべく近くて、其の位rrtより借家人の業務1ftに達するに交通

貨の比較的多くを'll'せざる場所、

(2 )娯楽機関、商業地等に近き事を望ましいτJ~であるが.附近の甚だしく交

通頻繁文は甚だしき線開の地は不適当なること。

501942、中村Jr中村Jr. rアパート住まいの使否j 、 17J1築錐誌JI~ifll 7年:3月、 PP.5、建築学会

51.1942、宮沢小五郎編、 rJ可制会十八年史』、 PP.71

52.1933 中村Jr. rlil築学会パンフレット第五集第九号‘アパートメントハウスと其の管理法l、建築
学会、 P44. 45 

(3)工場、鉄道路線に甚だしく近接することは避くること.又特殊の目的を有す

る労働者向きアパートメントの如きは止むを得ざるも、下問住宅地を避けること。

(4 )地価の低廉なることは望ましいことであるけれども、極端に高価ならざる限

り地価の高きは問題にならず。

(5 )現在東京附i丘の情勢に於ては適当な位置に於て大なる敷地は長だ得難きが放

に同澗会、東京府、点京rlT等に於て経営するもの以外は大規伎の終営は甚だ少ないけ

れども、大規伎のものは共同設備費の負担は軽減せられ、その経常持も各戸当りにす

ると非常に逓減せらるるが故に、設備の完備を!jJ_みf!}べく.且アメリカ等に於て設備

の優良なるほど、借入希望者が殺到する実情であるから州、月程度の規僚の建築しうる

敷地とするを可とす 53 

ここで. rnJit'lI会アパートメント.'"i時の東京市営住宅、および1(.f1・1住宅の東京市における分

布閃(s1:i6) を見る。

53.1933、中村宜、 I 建築学会パンフレ yト第五集第九号、アパートメントハウスと Jtの管理法J、建築学
会、 P41、42
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